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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ※ 山形 県の 頭文 字 「 Y」 の字 を木 々の 幹 や枝 、人 々 が森 を支 え る様 子に 見 立て 、  

             波は 新た な森 づ くり の潮 流 を、 緑色 は 豊か な森 林 を、 青色 は 豊か な水 を 、橙  

色は 人の 生 活を 象徴 し てい ます 。  

 

（ や ま が た 緑 環 境 憲 章 ・ 県 民 み ん な で 支 え る 新 た な 森 づ く り シ ン ボ ル マ ー ク ： 平 成 20年 2月 8日 山 形 県 告 示 ）  

 

 

 

 

や ま が た 緑 環 境 憲 章 

－  県 民 み ん な で 支 え る 新 た な 森 づ く り  －  

 

森 は 、先 人 か ら の 贈 り も の で あ る と 同 時 に 、未 来 の 世 代 か ら の 預 か り も の で

す 。  

こ れ ま で 、私 た ち は 、森 や 自 然 の 恵 み に 感 謝 し 、「 草 木 塔 」に み ら れ る よ う

な 自 然 と の 共 生 の 文 化 を 生 み 、 多 く の 命 と 共 存 し て き ま し た 。  

森 は 、私 た ち の 暮 ら し を 災 害 か ら 守 る と と も に 、豊 か な 水 を 育 み 、母 な る 川

「 最 上 川 」の 流 れ と な り 、海 に つ な が り ま す 。ま た 、森 に は 、地 球 の 温 暖 化 を

防 止 す る 大 切 な 役 割 も あ り ま す 。  

将 来 、私 た ち の 暮 ら し が 変 わ っ て も 、森 と の 関 わ り を 保 ち 、森 の 働 き を 守 り

続 け る こ と が 大 切 で す 。  

私 た ち は 、今 、森 か ら の 恩 恵 を 受 け る の み で は な く 、一 人 ひ と り が 森 と 共 に

生 き て い る こ と や 、木 を 活 か す 暮 ら し の 大 切 さ を 改 め て 理 解 し 、行 動 を 起 こ す

必 要 が あ り ま す 。  

私 た ち は 、や ま が た の 美 し い 豊 か な 森 や 自 然 を 未 来 の 子 ど も 達 に 引 き 継 ぐ た

め に も 、県 民 み ん な で 支 え る 新 た な 森 づ く り を 進 め る こ と を 誓 い 、「 や ま が た

緑 環 境 憲 章 」 を 制 定 し ま す 。  

私 た ち は 、  

１  暮 ら し や 環 境 を 守 る た め 、 豊 か な 森 づ く り を 進 め ま す 。  

２  森 や 木 の 文 化 を 見 つ め 直 し 、 暮 ら し の 中 に 木 を 活 か し ま す 。  

３  一 人 ひ と り の 力 を 活 か し 、 森 づ く り の 輪 を 広 げ ま す 。  

４  森 や 自 然 の 大 切 さ を 学 び 、 森 と の 絆 を 深 め ま す 。  

５  み ん な で 森 づ く り を 支 え 、 か け が え の な い 森 を 未 来 に 贈 り ま す 。  

 

平 成 ２ ０ 年 １ 月 １ ０ 日  

山  形  県  

や ま が た 緑 県 民 会 議  

 

 

 

 

 

 

            ※ 山形 県の 頭文 字 「 Y」 の字 を木 々の 幹 や枝 、人 々 が森 を支 え る様 子に 見 立て 、  

             波は 新た な森 づ くり の潮 流 を、 緑色 は 豊か な森 林 を、 青色 は 豊か な水 を 、橙  

色は 人の 生 活を 象徴 し てい ます 。  

 

（ や ま が た 緑 環 境 憲 章 ・ 県 民 み ん な で 支 え る 新 た な 森 づ く り シ ン ボ ル マ ー ク ： 平 成 20年 2月 8日 山 形 県 告 示 ）  
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

Ⅰ やまがた緑環境税導入の経緯と前回見直しの状況  

１ 導入の経緯 

県民に多くの恩恵をもたらす森林は、先人からの贈り物であると同時に、未来の世代から

の預かりものでもあります。私たちの安全・快適な暮らしのために、さらには未来の世代の

幸せのために、今、荒廃の危機にある森林を早急に再生し、共生と循環に基づく県土を創造

することが強く求められています。 

こうしたことを踏まえ、県は平成15年度に「やまがた公益の森構想策定委員会」を設置し

て今後の森づくりの方向を議論し、平成16年３月に、やまがたの森林を県民共有の財産とし

てとらえ、県民全体で森林を支えていく「やまがた公益の森構想」を策定しました。 

さらに、本構想に基づき、県は平成17年度に「公益の森づくり推進検討委員会」を設置し

て具体的な森づくりの手法や費用負担のあり方について検討し、同委員会は平成18年３月に

「新たな施策を進めるための財源確保が必要であり、県民の理解と協力のもと、新たな財源

確保の仕組みを早急に構築する必要がある」とする報告書「120万県民の英知と力による森

づくり」を取りまとめました。 

これらのことから、県は平成18年３月に県は山形県森林審議会に「県民みんなで支える新

たな森づくりと費用負担のあり方について」を諮問し、同年７月に「新たな森づくりに要す

る費用は県民が負担を分かち合うことが「受益と負担」の関係からもふさわしく、費用負担

のあり方としては、広く県民に均しく負担を求める形態の「租税」が適当である」とする答

申を受けました。 

この答申を踏まえ、山形県では県民を対象とした説明会や、林業関係者を対象とした地域

座談会を県内各地で開催し、意見聴取と合意形成を経て、平成18年 12月に「やまがた緑環境

税条例」を公布し、平成19年４月１日から施行しました。 

 
２ 前回見直しの状況 

やまがた緑環境税条例では、附則第７項により「やまがた緑環境税条例の一部を改正する

条例の施行後、５年を目途としてこの条例の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、こ

の条例の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な

措置を講ずる。」こととされており、施行後５年目の平成23年度に第１回目の検討を行ない

ました。   

見直し当時、農山村地域では、依然として過疎化・高齢化の進行などによって山離れが加

速しており、森林と人との絆や豊かな森林を通した人と人との絆が失われ、かつての活力が

衰えつつある状況にありました。また、小規模な林業経営、路網整備や機械化の立ち遅れな

どによる林業生産活動の停滞により循環的な森林施業が滞り、里山を含む森林環境の保全に

も支障をきたしているほか、森林病害虫による被害面積が増加しており、本県の持続的な森

林資源の確保と水源かん養等の公益的発揮が危ぶまれる状況が続いていました。 

  こうした現状を踏まえ、県民や関係団体への意識調査の結果をもとに「やまがた緑県民会

議」等において協議を行ないました。 

検討の結果、新たな国庫補助制度の活用や拡大するナラ枯れ被害林など新たな整備対象森

林の追加、市町村が地域住民との協働による里山再生を行うための全体計画（里山再生アク

ションプラン）の策定など新たな取組を加え、引き続き、森林の有する公益的機能の維持増

進と持続的な発揮に向けた施策に取り組んでいく必要があると結論づけ、平成24年度から新

たな枠組みでやまがた緑環境税活用事業を展開しています。 
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

Ⅱ やまがた緑環境税の税収の状況等 

１ 税のしくみ 
やまがた緑環境税は、県民税均等割の超過課税方式を採用しています。納税義務者及び税

率は以下のとおりです。  

(1) 納税義務者  

・個人 県内に住所等を有する個人（ただし、住民税が課税されている者に限る） 

・法人 県内に事業所等を有する法人 

(2) 税率  

・個人 1,000円（年額） 

・法人 均等割の税率に100分の10を乗じて得た額（年額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 税収状況  

やまがた緑環境税の収入額は、経過措置が講じられた導入初年度を除き、毎年度、概ね
６億５千万円前後で推移しており、税創設時から平成28年度までの税収累計額は約64億円、
前回見直し（平成24年度）以降の税収は約32億円と見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やまがた緑環境税徴収額の推移  

 

３ 透明性の確保 
普通税のメリットを活かしつつ、目的税の効果を持たせるため、「やまがた緑環境税基金」

を設置し、やまがた緑環境税の税収をすべて基金に積み立て、これを取り崩し使途に充てる

ことによって、使途を限定し透明性を確保しています。  

法 人  の  区  分  税額  

資本

金等  

1千万円以下     2,000

1千万円超      1億円以下      5,000

1億円超     10億円以下     13,000

10億円超     50億円以下      54,000

50億円超      80,000

Ⅱ やまがた緑環境税の税収の状況等 

１ やまがた緑環境税のしくみ 
森林からもたらされる様々な恩恵は県民全てに及ぶものであり、広く県民に均しく負担し

ていただくという考えに基づき、やまがた緑環境税は、県民税均等割の超過課税方式を採用

しています。納税義務者及び税率は以下のとおりです。  

(1) 納税義務者  

・ 個人 県内に住所等を有する個人（ただし、住民税が課税されている者に限る。） 

・ 法人 県内に事業所等を有する法人 

(2) 税率  

・ 個人 1,000円（年額） 

・ 法人 均等割の税率に100分の10を乗じて得た額（年額） 

 

 

 

 

 

 

 

２ やまがた緑環境税の税収状況 

  やまがた緑環境税の収入額は、経過措置が講じられた導入初年度を除き、毎年度、概ね６

億５千万円前後で推移しており、やまがた緑環境税創設時から平成28年度までのやまがた緑

環境税の税収累計額は約64億円、前回検討（平成23年度）後のやまがた緑環境税の税収は約

32億円と見込まれます。 

 

 
 やまがた緑環境税収入額の推移  

３ 透明性の確保 
普通税のメリットを活かしつつ、目的税の効果を持たせるため、「やまがた緑環境税基金」

を設置し、やまがた緑環境税の税収をすべて基金に積み立て、これを取り崩し使途に充てる

ことによって、使途を限定し透明性を確保しています。 

 

 
 

法 人  の  区  分  税額  

資本

金等  

1千万円以下     2,000

1千万円超      1億円以下      5,000

1億円超     10億円以下     13,000

10億円超     50億円以下      54,000

50億円超      80,000

個人

481,669

個人

551,908

個人

553,621

個人

540,328

個人

538,907

個人

536,269

個人

540,710

個人

542,873

個人

542,661

個人

540,000

法人

72,008

法人

118,081

法人

112,426
法人

115,798

法人

114,396

法人

111,189

法人

115,321

法人

118,896

法人

115,301

法人

111,000
553,677

669,989 666,047 656,126 653,303 647,458 656,031 661,769 657,962 651,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（計画）

個人
481,669

個人
551,908

個人
553,621

個人
540,328

個人
538,907

個人
536,269

個人
540,710

個人
542,873

個人
540,000

個人
540,000

法人
72,008 

法人
118,081 

法人
112,426 

法人
115,798 

法人
114,396 

法人
111,189 

法人
115,321 

法人
118,896 

法人
113,000 

法人
111,000 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
（⾒込み）

H28
（計画）

千円

千 円  
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

Ⅲ やまがた緑環境税を活用した事業費の推移 

 

平成 19 年 4 月 1 日から施行した「やまがた緑環境税」を活用した事業展開について、山形

県では、森林審議会からの答申に沿って、①環境保全を重視した施策の展開、②21 世紀にふ

さわしい県民と森林の関わりの構築、③新たな森づくりの推進体制の整備の三つの施策の柱

立てにより、森林の有する県土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等の公益的機能の維

持増進及び持続的な発揮に対応した事業に取り組んできました。 

前回の見直し以降の年間の事業費は約６億５千万円前後、３つの施策の年間事業費に占め

る割合については環境保全を重視した施策の展開が約 76％、21 世紀にふさわしい県民と森

林の関わりの構築が約 20％、新たな森づくりの推進体制の整備が約４％（税ベース）であり、

前回見直し以降、同程度の事業規模と施策ごとの事業費割合で税活用事業を展開していま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３つの施策内の事業項目と項目ごとの事業費の推移は、以下のとおりです。 

 

 やまがた緑環境税を活用した事業費の推移（税ベース）      （単位 :千円）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ やまがた緑環境税を活用した事業費の推移 

平成 19 年４月１日から施行した「やまがた緑環境税」を活用した事業展開について、山形

県では、森林審議会からの答申に沿って、①「環境保全を重視した施策の展開」、②「21 世

紀にふさわしい県民と森林の関わりの構築」、③「新たな森づくりの推進体制の整備」の３

つの施策の柱立てにより、森林の有する県土の保全、水源のかん養、自然環境の保全などの

公益的機能の維持増進及び持続的な発揮に対応した事業に取り組んできました。 

前回の見直し以降の年間の事業費は約６億５千万円前後、３つの施策の年間事業費に占め

る事業費の割合については、①「環境保全を重視した施策の展開」が約 76％、②「21 世紀

にふさわしい県民と森林の関わりの構築」が約 20％、③「新たな森づくりの推進体制の整備」

が約４％（税ベース）となっており、前回検討以前とほぼ同程度の事業規模と施策ごとの同

様の事業費割合で税活用事業を展開していますとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３つの施策内の事業項目と項目ごとの事業費の推移は、以下のとおりです。 

 

 やまがた緑環境税を活用した事業費の推移（税ベース）      （単位 :千円）  
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300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
（見込）

H28
（計画）

千円

Ⅰ 環境保全を

重視した施策の

展開

Ⅱ 21世紀にふ

さわしい県民と

森林の関わりと

の構築

Ⅲ 新たな森づ

くりの推進体制

の整備

やまがた緑環境税を活用した事業費の推移  

区 分 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
H27
（見込）

H28
（計画）

Ⅰ　環境保全を重視した施策の展開 389,686 504,962 448,549 547,651 509,991 488,873 516,303 486,423 518,323 553,227

①環境保全を重視した森林整備の推進 371,519 475,855 428,721 501,855 460,111 443,076 455,151 437,600 457,223 493,805

②環境保全に配慮した森林資源循環利用の促進 18,167 29,107 19,828 45,796 49,880 45,797 61,152 48,823 61,100 59,422

Ⅱ　21世紀にふさわしい県民と森林の関わりとの構築 107,933 131,841 136,920 126,258 129,370 131,089 133,226 132,679 134,300 133,979

①県民参加の森づくりの推進 95,997 113,926 116,986 112,150 115,370 118,268 118,942 118,488 121,121 121,121

②自然環境保全対策の推進 6,561 13,344 13,853 8,509 7,583 8,173 10,074 9,946 9,710 9,345

③自然環境学習や森に親しむ環境づくりの推進 5,375 4,571 6,081 5,599 6,417 4,648 4,210 4,245 3,469 3,513

Ⅲ　新たな森づくりの推進体制の整備 43,850 15,384 17,213 17,658 18,928 20,136 19,458 39,834 26,377 25,794

①推進体制の整備 5,789 6,252 9,779 9,960 10,260 12,472 12,197 12,844 17,651 14,562

②普及啓発の強化 38,061 9,132 7,434 7,698 8,668 7,664 7,261 26,990 8,726 11,232

計 541,469 652,187 602,682 691,567 658,289 640,098 668,987 658,936 679,000 713,000

やまがた緑環境税を活用した事業費の推移  

区 分 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
H28
（計画）

Ⅰ　環境保全を重視した施策の展開 389,686 504,963 448,550 547,651 509,991 488,873 516,303 486,423 475,026 553,227

①環境保全を重視した森林整備の推進 371,519 475,855 428,722 501,855 460,111 443,076 455,151 437,600 428,396 493,805

②環境保全に配慮した森林資源循環利用の促進 18,167 29,108 19,828 45,796 49,880 45,797 61,152 48,823 46,630 59,422

Ⅱ　21世紀にふさわしい県民と森林の関わりとの構築 107,933 131,840 136,920 126,258 129,370 131,090 133,226 132,679 131,191 133,979

①県民参加の森づくりの推進 95,997 113,925 116,986 112,151 115,370 118,268 118,942 118,488 118,984 121,121

②自然環境保全対策の推進 6,561 13,344 13,853 8,509 7,583 8,174 10,074 9,946 8,997 9,345

③自然環境学習や森に親しむ環境づくりの推進 5,375 4,571 6,081 5,598 6,417 4,648 4,210 4,245 3,210 3,513

Ⅲ　新たな森づくりの推進体制の整備 43,850 15,384 17,213 17,658 18,928 20,136 19,458 39,834 25,351 25,794

①推進体制の整備 5,789 6,252 9,779 9,960 10,260 12,472 12,197 12,844 17,025 14,562

②普及啓発の強化 38,061 9,132 7,434 7,698 8,668 7,664 7,261 26,990 8,326 11,232

計 541,469 652,187 602,683 691,567 658,289 640,099 668,987 658,936 631,568 713,000

0
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700,000

800,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（計画）

Ⅰ 環境保全を

重視した施策の

展開

Ⅱ 21世紀にふ

さわしい県民と

森林の関わりと
の構築

Ⅲ 新たな森づ

くりの推進体制

の整備

千円 

5 4 0 , 4 6 9  

6 5 2 , 1 8 7  

 7 1 3 , 0 0 0  

6 3 1 , 5 6 8  6 5 8 , 9 3 6  

  6 6 8 , 9 8 7  

6 4 0 , 0 9 9  6 5 8 , 2 8 9  

6 9 1 , 5 6 7  

6 0 2 , 6 8 3  
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中間とりまとめ 最終とりまとめ（案） 

Ⅳ やまがた緑環境税を活用した取組み 【H19～H27 事業費5,769,926千円】 

 

１ 環境保全を重視した施策の展開 【H19～H27 事業費 4,354,102千円】 

 

本県の森林面積は約67万haで県土面積の72％を占めており、国有林が約36万ha、民有林が約31万haとなってい

ます。民有林のうち、約12万haがスギを主体とした人工林、約19万haはナラなどの天然林です。 

このうち、林業経営環境の悪化、不在村所有者の増加、所有規模が小規模などから、適正に管理されず手入れ

が不十分で、荒廃の恐れがある人工林が39千ha、長期間利用されず、森林病害虫や気象災害などにより活力が低

下している里山林が93千ha、計132千haあると推計されます。 

これらのうち、県民生活に影響が大きい保全上重要な森林について、10年間で11,600haを目標に、間伐や被害

木の伐採など、公益的機能を維持増進する森林への誘導を行ってまいりました。また、前回の検討（H23）によ

り、新たな荒廃の恐れのある森林として、拡大するナラ枯れ被害林、治山事業の対象とならない保安林、景観が

悪化した森林などを整備対象とし、平成24年度から整備を行ってきました。 

 

 

■森林整備面積（平成 18 年度時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 環境保全を重視した森林整備の推進 

ア 荒廃森林緊急整備事業 【H19～H27 事業費 4,001,195千円】 

 

荒廃の恐れのある人工林、活力が低下している里山林の間伐や森林病害虫等の被害木の伐採などを行いまし

た。 

 

◇主な取組みと実績 

(ｱ) 荒廃の恐れのある森林【H19～28】 

人工林を広葉樹が入り混じった森林へ誘導する針広混交林整備や長期的に管理継続する長期育成林整備、

里山林再生のため枯れた木の伐採等を行う里山林整備を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ やまがた緑環境税を活用した取組みの成果と課題  

【H24～H27 事業費 2,599,590千円】【H19～H27 事業費 5,745,785千円】 

１ 環境保全を重視した施策の展開  

【H24～H27 事業費1 ,966,625千円】【H19～H27 事業費 4,367,467千円】 

本県の森林面積は約67万haで県土面積の72％を占めており、国有林が約36万ha、民有林が約31万haとなって

います。民有林のうち、約12万haがスギを主体とした人工林、約19万haはナラなどの天然林となっています。 

このうち、林業経営環境の悪化、不在村森林所有者の増加、所有規模が小さいことなどから、適正に管理さ

れず手入れが不十分で、荒廃のおそれがある人工林が39千ha、長期間利用されず、森林病害虫や気象災害など

により活力が低下している里山林が93千ha、計132千haと推計したところです。 

これらのうち、県民生活に影響が大きい保全上重要な森林について、公益的機能の維持増進を図るため、10

年間で11,600haを目標に、間伐や被害木の伐採などを行ってきました。また、前回検討（平成23年度）により

、新たな荒廃のおそれのある森林として、拡大するナラ枯れ被害林、治山事業の対象とならない保安林、景観

が悪化した森林などを整備対象とし、平成24年度から整備を行ってきました。 

 

 

■森林整備面積（平成18年度時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 環境保全を重視した森林整備の推進 

ア 公的整備による環境保全機能の高い森林への誘導  

【H24～H27 事業費 1,759,729千円】【H19～H27 事業費 3,997,992千円】 

荒廃のおそれのある人工林の間伐や、活力が低下している里山林の森林病害虫などの被害木の伐採など

を行いました。 

 

 

 

(ｱ) 荒廃のおそれのある森林の整備【H24～H27】 

人工林を広葉樹が入り混じった森林へ誘導する針広混交林整備や、長期的に管理継続する長期育成

林整備、里山林再生のため森林病害虫などの被害木の伐採などを行う里山林整備を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

人工林面積：121千ha

管理放棄されている
人工林39千ha

保全上重要な
人工林　7,800ha

天然林面積：191千ha

長期間利活用されずに活力が

低下した里山林93千ha

病虫害の被害に
より荒廃が顕著な
里山林 3,800ha

山形県の森林面積　669千ha

山形県の民有林面積　312千ha

 

11,600ha を 10 年間で整備  ⇒ 11,696ha（実績見込み） 

新たな荒廃の恐れのある森林の整備（H24～） ⇒ 1,539ha（実績見込み） 

＋ 

人工林面積：121千ha

管理放棄されている
人工林39千ha

保全上重要な
人工林　7,800ha

天然林面積：191千ha

長期間利活用されずに活力が

低下した里山林93千ha

病虫害の被害に
より荒廃が顕著な
里山林 3,800ha

山形県の森林面積　669千ha

山形県の民有林面積　312千ha

 

11,600ha を 10 年間で整備  ⇒ 11,639ha（実績見込み） 

新たな荒廃のおそれのある森林の整備（H24～） ⇒ 1,455ha（実績見込み） 

＋ 



 

 

 

 

 

 

（

〈整備区分実績〉
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 年度別整備実績

（平成27年度は見込み、

〈整備区分実績〉

整備区分

針広混交林整備

長期育成林整備

里山林整備

※ 上段（

110 133 

594 

827 

329 

301 1,033 

1,261 

1,033 

2,294 

19 20 

(ha) 里山林整備            

年度別整備実績          

年度は見込み、

〈整備区分実績〉 

整備区分 

針広混交林整備 

長期育成林整備 

里山林整備 

計 

上段（  ）内は、全体面積に対する割合

66 
149 143 

952 

926 

863 

221 

293 
363 

1,239 

1,368 1,369 

3,533 

4,901 

6,269 

21 22 23 

里山林整備 長期育成林

針広混交林整備実施森林

              

          

年度は見込み、28年度は計画）

 

 管理放棄された人工林のうち県民生活に大き

な影響を及ぼす恐れのある森林について、強度の

間伐を行い広葉樹が入り混じった森林へ誘導し

ます。

 

管理放棄された人工林のうち県民生活に大き

な影響を及ぼす恐れのある森林について、不良木

等を間伐し、長期的な管理を継続して様々な樹齢

からなる森林へ誘導します。

長期間利用されず、病害虫被害や気象害などで活

力が低下した里山林のうち、県民生活に大きな影

響を及ぼす恐れのある森林について、枯れた木の

伐採等を行いながら健全な森林に再生します。

）内は、全体面積に対する割合

143 125 
45 

863 838 

637 

363 
305 

377 

1,369 

1,269 

1,059 

6,269 

7,538 
8,597 

23 24 25 
年度

長期育成林 針広混交林

針広混交林整備実施森林

中間

 

           

年度は計画）       

管理放棄された人工林のうち県民生活に大き

な影響を及ぼす恐れのある森林について、強度の

間伐を行い広葉樹が入り混じった森林へ誘導し

ます。 

管理放棄された人工林のうち県民生活に大き

な影響を及ぼす恐れのある森林について、不良木

等を間伐し、長期的な管理を継続して様々な樹齢

からなる森林へ誘導します。

長期間利用されず、病害虫被害や気象害などで活

力が低下した里山林のうち、県民生活に大きな影

響を及ぼす恐れのある森林について、枯れた木の

伐採等を行いながら健全な森林に再生します。

）内は、全体面積に対する割合

7 
76 

610 426 

479 
414 

1,059 
1,097 

915 

8,597 

9,694 

10,608 

26 27

見込み

針広混交林 累計

針広混交林整備実施森林 

里山林整備実施森林（整備前後比較）

中間とりまとめ

         

      

整備内容 

管理放棄された人工林のうち県民生活に大き

な影響を及ぼす恐れのある森林について、強度の

間伐を行い広葉樹が入り混じった森林へ誘導し

管理放棄された人工林のうち県民生活に大き

な影響を及ぼす恐れのある森林について、不良木

等を間伐し、長期的な管理を継続して様々な樹齢

からなる森林へ誘導します。 

長期間利用されず、病害虫被害や気象害などで活

力が低下した里山林のうち、県民生活に大きな影

響を及ぼす恐れのある森林について、枯れた木の

伐採等を行いながら健全な森林に再生します。

）内は、全体面積に対する割合 

16 

809 

263 

1,087 

11,696 

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

28

計画

累計面積(ha)

里山林整備実施森林（整備前後比較）

里山林整備, 

3,345ha , 

29%

とりまとめ 

        整備区分別内訳

 （H27は見込み、

 

管理放棄された人工林のうち県民生活に大き

な影響を及ぼす恐れのある森林について、強度の

間伐を行い広葉樹が入り混じった森林へ誘導し

管理放棄された人工林のうち県民生活に大き

な影響を及ぼす恐れのある森林について、不良木

等を間伐し、長期的な管理を継続して様々な樹齢

 

長期間利用されず、病害虫被害や気象害などで活

力が低下した里山林のうち、県民生活に大きな影

響を及ぼす恐れのある森林について、枯れた木の

伐採等を行いながら健全な森林に再生します。

長期育成林整備実施森林

里山林整備実施森林（整備前後比較）

針広混交林

869ha , 7%

長期育成林

7,482ha , 

64%

整備区分別内訳

は見込み、H28は計画）

H19

計画量

管理放棄された人工林のうち県民生活に大き

な影響を及ぼす恐れのある森林について、強度の

間伐を行い広葉樹が入り混じった森林へ誘導し

管理放棄された人工林のうち県民生活に大き

な影響を及ぼす恐れのある森林について、不良木

等を間伐し、長期的な管理を継続して様々な樹齢

長期間利用されず、病害虫被害や気象害などで活

力が低下した里山林のうち、県民生活に大きな影

響を及ぼす恐れのある森林について、枯れた木の

伐採等を行いながら健全な森林に再生します。 

 

長期育成林整備実施森林

里山林整備実施森林（整備前後比較） 

針広混交林, 

869ha , 7%

長期育成林, 

7,482ha , 

整備区分別内訳 

は計画） 

H19～28の 

計画量 

(ha) 

(38%) 

3,200 

(40%) 

4,600 

(33%) 

3,800 

11,600 

長期育成林整備実施森林 

整備実績 

(見込み) 

(ha) 

( ７%) 

869 

(64%) 

7,482 

(29%) 

3,345 

11,696 

  

実施率 

 

 
27％ 

 

 
163％ 

 

 
88％ 

 101％ 
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〔取組実績〕

  ※

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔取組実績〕

整備区分 

針広混交

林整備 

長期育成

林整備 

里山林 

整備 

計 

※ 上段（  

110 

594 

329 

1,033 

1,033 

0 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

1,400 

1,600 

19 

面積(ha)

〔取組実績〕 

管理放棄された人工林のうち

県民生活に大きな影響を及ぼす

おそれのある森林について、強度

の間伐を行い広葉樹が入り混じ

った森林へ誘導します。

管理放棄された人工林のうち

県民生活に大きな影響を及ぼす

おそれのある森林について、不良

木などを間伐し、長期的な管理を

継続して様々な樹齢からなる森

林へ誘導します。

長期間利用されず、病害虫被害

や気象害な

里山林のうち、県民生活に大きな

影響を及ぼす

について、

いながら健全な森林に再生しま

す。 

  ）内は、全体面積に対する割合

133 66 
149 

827 

952 

926 

301 221 

293 

1,261 1,239 

1,368 

2,294 

3,533 

4,901 

20 21 22 

里山林整備

年度別実績（

針広混交林整備実施森林

整備内容 

管理放棄された人工林のうち

県民生活に大きな影響を及ぼす

のある森林について、強度

の間伐を行い広葉樹が入り混じ

った森林へ誘導します。

管理放棄された人工林のうち

県民生活に大きな影響を及ぼす

のある森林について、不良

を間伐し、長期的な管理を

継続して様々な樹齢からなる森

林へ誘導します。 

長期間利用されず、病害虫被害

や気象害などで活力が低下した

里山林のうち、県民生活に大きな

影響を及ぼすおそれのある森林

について、被害木の伐採

いながら健全な森林に再生しま

 

）内は、全体面積に対する割合

里山林整備実施森林（整備前後比較）

149 143 125 

926 

863 838 

293 363 
305 

1,368 1,369 

1,269 

4,901 

6,269 

7,538 

22 23 24 
年度

長期育成林

年度別実績（H28 は見込み）

針広混交林整備実施森林

最終とりまとめ

 

管理放棄された人工林のうち

県民生活に大きな影響を及ぼす

のある森林について、強度

の間伐を行い広葉樹が入り混じ

った森林へ誘導します。 

管理放棄された人工林のうち

県民生活に大きな影響を及ぼす

のある森林について、不良

を間伐し、長期的な管理を

継続して様々な樹齢からなる森

長期間利用されず、病害虫被害

どで活力が低下した

里山林のうち、県民生活に大きな

のある森林

の伐採などを行

いながら健全な森林に再生しま

）内は、全体面積に対する割合 

里山林整備実施森林（整備前後比較）

45 7 77 

637 
607 436 

377 479 
434 

1,059 
1,094 

948 

8,597 

9,691 

10,638 

25 26 27 

針広混交林 累計

は見込み） 

針広混交林整備実施森林 

とりまとめ（

H19～H28

の計画量

(ha) 

(38%) 

3,200 

(40%) 

4,600 

(33%) 

3,800 

11,600 

里山林整備実施森林（整備前後比較）

77 18 

436 
713 

434 

270 

948 
1,001 

10,638 

11,639 

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

27 28

見込み

累計面積(ha)累計

 

（案） 

H19～H23 

整備実績

(ha) 

(10%) 

601 

(66%) 

4,162 

(24%) 

1,507 

 6,270 

里山林整備実施森林（整備前後比較）

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

(ha)

整備区分別内訳（

長期育成林整備実施森林

 H24～H28

整備実績

（見込み）

(ha) 

 (５%) 

272 

 

 

(60%) 

3,231 

 

 

(35%) 

1,866 

 5,369 

里山林整備実施森林（整備前後比較） 

整備区分別内訳（H19 

長期育成林整備実施森林

28 計 

整備実績 

（見込み）

 

整備実績

(見込み

(ha) 

 

 

(８%) 

873 

 

 

(63%) 

7,393 

 

 

(29%) 

3,373 

 11,639

H19 ～H28（見込み）の合計

長期育成林整備実施森林 

 

実施率 整備実績 

見込み) 

 

 

 
27％ 

 

 
161％ 

 

 
89％ 

11,639 100％ 

合計 11,639ha

（見込み）の合計

 

 

 

 

 

11,639ha 

（見込み）の合計 
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中間とりまとめ 最終とりまとめ（案） 

 

H19からH28までの10年間の整備実績（見込み）は11,696haで、10年間の計画11,600haに対する実施率

は101％となっており、ほぼ計画通りの実施となっている。 

 

(ｲ) 新たな荒廃の恐れのある森林【H24～28】 

・緑環境税事業の創設後の森林の状況の変化により、新たな荒廃の恐れのある森林として、ナラ枯れ被害森

林、管理放棄された保安林、景観悪化森林を税事業による森林整備対象森林に追加し整備を行いました。 

・国の造林補助制度の見直しに伴い、長期育成林整備と一体となって整備すべき荒廃の恐れのある森林が森

林経営計画の作成対象となっている場合は、国庫補助金に緑環境税を充当して整備を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度別整備実績  

（平成 27 年度は見込み、28 年度は計画） 

〈整備区分実績〉 

整備区分 整備内容 
整備実績 

(見込み)(ha) 

ナラ枯れ被害 

ナラ枯れ被害により荒廃し、二次被害の恐れがある森林の

うち県民生活に大きな影響を及ぼす恐れのある森林につい

て、枯損木の伐採等を行い健全な森林へ誘導します。 
48 

保安林 

治山事業では森林整備が実施できない保安林で、管理放棄

により荒廃し県民生活に大きな影響を及ぼす恐れのある森林

について、間伐や枯損木の処理などの施業を実施し健全な森

林に誘導します。 

242 

景観整備 

 

 

（人と動物との共

存林整備） 

幹線道路沿いや眺望地など県民の目に付きやすい場所で、

藪状に樹木が繁茂するなど著しく景観が悪化した森林に対し

て整備を行い、景観の改善を図ります。 

また、ヤブ化し人と野生動物との生活圏の境界が曖昧とな

っている森林に対して整備を行い、野生動物出没の少ない森

林を目指します。 

436 

 

内共存林整備68ha 

長期育成林整備 

(国庫補助活用) 

管理放棄された人工林のうち長期育成林整備と面的まと

まりをもって、森林経営計画に基づき計画的な間伐を一体的

に実施します。 

813 

計  1,539 

 

平成24年度から28年度までの整備実績（見込み）は5,369haで、19年度（やまがた緑環境税創設時）

から23年度までの整備実績6,270haを加えた19年度から28年度までの10年間の整備実績（見込み）は

11,639haとなり、10年間の計画11,600haに対する実施率は100％となります。 

 

    (ｲ) 新たな荒廃のおそれのある森林の整備【H24～H27】 

やまがた緑環境税創設後の森林の状況の変化により、前回検討（平成23年度）において、ナラ枯

れ被害森林、治山事業の対象とならない保安林で管理放棄され荒廃の恐れのある森林、景観悪化森

林などを新たな荒廃のおそれのある森林として整備対象森林に追加し、整備を行いました。 

また、国の造林補助制度の見直しを受けて、荒廃のおそれのある人工林のうち、（ｱ）の長期育成

林整備の対象森林を含む面的なまとまりのある森林で、森林経営計画に基づき一体的に間伐などを

行う場合には、国庫補助事業を活用して整備を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔取組実績〕 

整備区分 整備内容 

H24～H28 

整備実績 

(見込み)(ha) 

ナラ枯れ被害 

ナラ枯れ被害により荒廃し、二次被害のおそれがある森林のうち

県民生活に大きな影響を及ぼすおそれのある森林について、被害木

の伐採などを行い健全な森林へ誘導します。 
46  

保安林 

治山事業の対象とならない保安林で、管理放棄され荒廃すると県

民生活に大きな影響を及ぼすおそれのある森林について、間伐や被

害木の処理などの整備を行い健全な森林に誘導します。 

232  

景観整備 

（人と動物との 

共存林整備） 

幹線道路沿いや眺望地など県民の目に付きやすい場所で、ヤブ状

に樹木が繁茂するなど著しく景観が悪化した森林について整備を行

い景観を改善します。 

ヤブ化し人と野生動物との生活圏の境界が曖昧となっている森林

について整備を行い野生動物出没の少ない森林を造成します。 

429  

 

うち共存林

整備  

71  

長期育成林整備 

(国庫補助活用) 

荒廃のおそれのある人工林のうち、長期育成林整備の対象森林を

含む面的なまとまりのある森林で、森林経営計画に基づき行う一体

的な間伐などを実施します。 

745  

計  1,455  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度別整備実績（H28は見込み） 

9 
44 

113 

45 29 21 
18 

8 

73 
72 

86 

71 
135 

9 

216 
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143 
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406 

461 

103 

245 
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1,075 
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見込み

28

計画

累計面積(ha)面積(ha)

年度

保安林 ナラ枯れ

景観整備 長期育成林（補助）

累計

景観整備（人と野生動物との共存林整備）実施森林（整備前後比較） 景観整備（人と野生動物との共存林整備）実施森林（整備前後比較） 

9 
44 

113 

35 29 21 

18 

8 

73 

72 

86 

69 
130 

9 

219 

280 

240 

103 

143 

427 

384 
399 

103 

245 

672 

1,056 

1,455 
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見込み

累計面積(ha)面積(ha)

年度

保安林 ナラ枯れ

景観整備 長期育成林（補助）

累計
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中間とりまとめ 最終とりまとめ（案） 

 

H24からH28までの５年間の新たな荒廃の恐れのある森林の整備の実績（見込み）は 

1,539haとなっています。 

 

◎事業の成果 

(ｱ) 荒廃森林緊急整備事業実施後のモニタリング調査による検証（参照資料○） 

荒廃森林緊急整備事業の効果を分析・検証するため、森林のモニタリング調査を行

いました。 

 

＜モニタリング調査の内容＞ 

経年変化や対照区（未整備森林）との植生調査結果を比較し、『「森林環境緊急保全対策事

業」における森林整備指針及び評価指標』に記載されているそれぞれ（針広混交林整備・

長期育成林整備・里山林整備）の目標林型に向かっているか検証を行いました。なお、森

林の更新の検証には、30、50年以上の長期に渡る観測が必要であり、今回の調査はあくま

でも現段階における森林整備の方向性となります。 

 

＜モニタリング調査の結果＞ 

多くの調査地では、下記のとおり、それぞれの目標林型に向かって遷移しています。 

ａ 針広混交林整備 

針広混交林を形成するためには、将来、高木層を形成できる高木性広葉樹の侵入が不可欠

でありますが、調査地ごとに状況は異なるものの、コナラ、ミズナラ、クリ、ホオノキな

どの高木性樹種が確認されました。 

ｂ 長期育成林整備 

長期育成林整備では、調査地ごとに状況は異なりますが、多くの調査地で形状比が目標値

の範囲で推移しており、冠雪害等の気象害に対して安全と考えられる林型が維持されてい

ます。下層植生についても累加植被率が50％前後で推移しています。 

ｃ 里山林整備 

里山林整備では、調査地ごとにばらつきはあるものの、草本層～低木層で5,000本/haを超

える高木性広葉樹が確認されるなど植生の回復が見られます。 

 

 

 

(ｲ) 荒廃森林緊急整備事業の公益的機能の数量的評価による検証（参照資料○） 

荒廃森林緊急整備事業の効果の可視化を図るため、森林の持つ公益的機能のうち可能な項

目の数量的評価を実施しました。 

 

     ＜数量的評価の結果（平成19～26年度実績）＞ 

ａ 経済的評価                     単位：百万円 

機 能 区 分 評価額 備 考 

水源かん養機能 1,864 森林整備により降雨流出量減少分や土

壌内浸透降雨増加量等を治山ダムや浄

化施設で機能代替させた場合のコスト 

山地保全機能 

1,758 

森林整備により減少した土砂流出量等

について、この土砂量を保全するため

に必要となる砂防ダムで機能代替させ

た場合のコスト 

地球環境保全機能 

(うち二酸化炭素吸収機能) 
1,036 

森林整備による樹木成長量の増加に伴

う炭素ストック量の増加分を二酸化炭

素排出権取引価格で購入した場合のコ

ストに換算 

計 4,658  

 

〔事業の成果〕 

・  モニタリング調査により高木性樹種や草本類の増加を確認するとともに、森林の公益的機能の数値

的評価を実施した結果、整備後の森林は目標とする状態に向かって推移しており、森林の公益的機能

の維持増進が図られています。 

 

 

① 荒廃森林の整備後のモニタリング調査による検証結果 

荒廃のおそれのある森林の整備後の効果を分析・検証するため、森林のモニタリング調査を行いまし

た。 

 

〈モニタリング調査の内容〉 

経年変化や対照区（未整備森林）との植生調査結果を比較し、「『森林環境緊急保全対策事業』におけ

る森林整備指針及び評価指標」に記載されているそれぞれ（針広混交林整備・長期育成林整備・里山林

整備）の目標林型（目標とする森林の姿）に向かっているか検証を行いました。 

なお、森林の更新の検証には、長期にわたる観測が必要であり、今回の調査はあくまでも現段階にお

ける森林整備の方向性となります。 

 

〈モニタリング調査の結果〉 

多くの調査地では、下記のとおり、それぞれの目標林型に向かって遷移しています。 

ａ 針広混交林整備 

針広混交林整備では、単木的または小面積単位に針葉樹と広葉樹がモザイク状態で混交して生育

する森林を目標林型として整備を行いました。 

事業実施後は、調査地ごとに状況は異なりますが、コナラ、ミズナラ、クリ、ホオノキなどの高

木性広葉樹などの成長が確認され、将来の針広混交林化が期待できます。 

ｂ 長期育成林整備 

長期育成林整備では、冠雪による幹折れ被害などに対して耐性をもつ形状比※を有するとともに、

林床には下層植生（低木や草本）が生育している森林を目標林型として整備を行いました。 

事業実施後は、調査地ごとに状況は異なりますが、多くの調査地で形状比が適正な範囲で推移し

ており、冠雪害などの気象害に対しての耐性が維持されています。また、林床については、下層植

生で適度に覆われています。 
※形状比：樹高を地上から約1.2ｍの高さの直径で割った値、80を超えると冠雪害などに対して弱くなります。 

ｃ 里山林整備 

里山林整備では、様々な高さの樹木が入り混じり、上層は高木が優占している林分で、かつ更新

に必要な高木性広葉樹が中層もしくは下層に存在する森林を目標林型として整備を行いました。 

事業実施後は、調査地ごとに状況は異なりますが、下層に高木性広葉樹の成長が確認されるなど

、植生の回復が見られます。 

 

② 整備した森林の公益的機能の数量的評価による検証結果 

森林整備による効果を可視化するため、森林の持つ公益的機能のうち数値化が可能な項目の数量的

評価を実施しました。 
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中間とりまとめ 最終とりまとめ（案） 

 

平成26年度までの森林整備の効果（針広混交林整備・長期育成林整備）は、水源か

ん養機能が18億円、山地保全機能が約17億円、地球環境保全機能（二酸化炭素吸収機

能）が約10億円の効果と試算されました。 

 

 ｂ 量的評価 

機能区分 機能の種類 評価値 備 考 

水源かん養 

機   能 

流域貯水機能 

(千m3/sec) 
309,866 

森林整備により増加した貯水

量 

洪水防止機能 

(m3/sec) 
232,120 

森林整備により減少した最大

流出量 

山地保全 

機  能 

土砂流出防止機能  

(千m3) 
382,005 

森林整備により減少した土砂

流出量 

土砂崩壊防止機能  

(千m3) 
111,399 

森林整備により減少した土砂

崩壊発生量 

地球環境 

保全機能 

二 酸 化 炭 素 吸 収 機 能 

（千CO2-ton） 
53,041 

森林整備による樹木成長量の

増加に伴う炭素ストック量の増

加分 

※ 数量的評価の値については概算値であり、今後、数値が変わる可能性があります。 

 

平成26年度までの森林整備により、水源かん養機能については毎秒約31千万ｍ３（東京ド

ーム※約250個分）の流域貯水量が増加、山地保全機能については約38千万㎥（東京ドーム

約308個分）の土砂の流出を防止、地球環境保全機能については53百万CO2-tonの二酸化炭素

を吸収していると試算された。 
※ 東京ドームの容積は約124万ｍ３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 森林資源再生事業【H27 事業費 6,996千円】 

森林の有する公益的機能の維持増進及び持続的に発揮する仕組みを構築するために、再造林に要

する経費の一部を支援しました。 

 

 

 

 

 

 

 

＜数量的評価の結果（平成19～H26年度実績）＞ 

ａ 経済的評価                                単位：百万円 

機 能 区 分 評価額 算出の考え方 

水源かん養機能 1,864 森林整備による降雨流出量減少量や土壌内浸透降雨増加量

などを治山ダムや浄化施設で機能代替させた場合のコスト 

山地保全機能 
1,758 

森林整備による土砂流出減少量などについて、砂防ダムな

どで機能代替させた場合のコスト 

地球環境保全機能 

(うち二酸化炭素吸収機能)
1,036 

森林整備による樹木成長量の増加に伴う炭素ストック量の

増加分を二酸化炭素排出権取引価格で購入した場合のコスト 

計 4,658  
※ この評価は、森林整備のうち針広混交林整備及び長期育成林整備を行った区域について、整備した累計面積に対して、

毎年度どのくらい公益的機能を発揮したかを概算で算出し、平成26年度までの8年度分を合計したものです。 

 

整備を行ってから平成26年度までの期間における森林整備（針広混交林整備・長期育成林整備

）の効果は、水源かん養機能が約19億円、山地保全機能が約18億円、地球環境保全機能（二酸化

炭素吸収機能）が約10億円、合計約47億円と試算されました。 
※ 効果の期間を整備後20年間（森林整備を実施する場合に締結する協定の期間）とした場合は、合計で約149億円の効果と試算されて 

います。 

 

ｂ 量的評価                                  

機能区分 機能の種類 評価値 算出の考え方 

水源かん養 

機   能 

流域貯水機能 

(千m3/sec) 
309,866 森林整備により増加した貯水量 

洪水防止機能 

(m3/sec) 
232,120 森林整備により減少した最大流出量 

山地保全 

機  能 

土砂流出防止機能 

(千m3) 
382,005 森林整備により減少した土砂流出量 

土砂崩壊防止機能 

(千m3) 
111,399 森林整備により減少した土砂崩壊発生量 

地球環境 

保全機能 

二酸化炭素吸収機能 

（千CO2-ton） 
53,041 

森林整備による樹木成長量の増加に伴う

炭素ストック量の増加分 
※ 数量的評価の値については概算値であり、今後、数値が変わる可能性があります。 

 

平成26年度までの森林整備により、水源かん養機能については毎秒約31千万ｍ３（東京ドーム※約

250個分）の流域貯水量が増加、山地保全機能については約38千万㎥（東京ドーム約308個分）の土

砂の流出を防止、地球環境保全機能については53百万CO2-tonの二酸化炭素を吸収していると試算さ

れました。 
※ 東京ドームの容積は約124万ｍ３ 

 

 

 

 

イ 再造林による公益的機能の持続的な発揮               【H27 事業費 4,494千円】 

森林の有する公益的機能の維持増進及び持続的な発揮を図るために、再造林に要する経費の一部を支援

しました。 

近年の集中豪雨などにより、林地の崩壊や土砂の流出で県民生活に影響を及ぼす事態が発生しており、

人工林の伐採跡地においても、再造林が行われない場合に森林の再生が遅れ、公益的機能の低下が懸念さ

れることから、再造林により森林を早期に回復するため、平成26年度の第３回やまがた緑県民会議での議

論を踏まえ、平成27年度から再造林に対する支援を導入しました。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 環境保全に配慮した資源循環利用の促進
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いました。

 

◇主な取組みと実績

(

(

 

 

 

 

 

◇主な取組みと実績

・再造林の１

H27支援実績

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   主伐と再造林の実施状況の推移（Ｈ

◎事業の成果

・平成

（見込み）と増加に転じました（前年度

環境保全に配慮した資源循環利用の促進

 森林資源循環利用促進事業

間伐で発生する低質材を合板等やペレット等のバイオマス燃料として利用するため、搬出に対して支援を行

いました。 

◇主な取組みと実績

(ｱ) 合板等利用促進事業

間伐により発生した木材のうち、低質で通常の市場取引が困難な木材について、合板やチップ等の原料と

して工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。

(ｲ) バイオマス燃料利用促進事業

間伐により発生した木材のうち低質で通常の市場取引が困難な木材について、燃料量ペレットや燃料用チ

ップの原料として工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。

42

32%
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面積(ha)

◇主な取組みと実績

・再造林の１ha当たり標準経費の嵩上げ支援

支援実績 40ha

主伐と再造林の実施状況の推移（Ｈ

◎事業の成果 

・平成26年度まで減少傾向だった再造林面積が、当事業の実施後の平成

（見込み）と増加に転じました（前年度

環境保全に配慮した資源循環利用の促進

森林資源循環利用促進事業

間伐で発生する低質材を合板等やペレット等のバイオマス燃料として利用するため、搬出に対して支援を行

 

◇主な取組みと実績 

合板等利用促進事業

間伐により発生した木材のうち、低質で通常の市場取引が困難な木材について、合板やチップ等の原料と

して工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。

バイオマス燃料利用促進事業

間伐により発生した木材のうち低質で通常の市場取引が困難な木材について、燃料量ペレットや燃料用チ

ップの原料として工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。

38
34

130

117

32% 32%

21 22

再造林面積

◇主な取組みと実績 

当たり標準経費の嵩上げ支援

40ha（見込み）、

主伐と再造林の実施状況の推移（Ｈ

年度まで減少傾向だった再造林面積が、当事業の実施後の平成

（見込み）と増加に転じました（前年度

環境保全に配慮した資源循環利用の促進

森林資源循環利用促進事業 【

間伐で発生する低質材を合板等やペレット等のバイオマス燃料として利用するため、搬出に対して支援を行

合板等利用促進事業 

間伐により発生した木材のうち、低質で通常の市場取引が困難な木材について、合板やチップ等の原料と

して工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。

バイオマス燃料利用促進事業

間伐により発生した木材のうち低質で通常の市場取引が困難な木材について、燃料量ペレットや燃料用チ

ップの原料として工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。

34

25

114 116

30%

22%

23 24

年 度

主伐面積（針葉樹人工林）

中間

当たり標準経費の嵩上げ支援

（見込み）、H28計画 

主伐と再造林の実施状況の推移（Ｈ27は見込み）

年度まで減少傾向だった再造林面積が、当事業の実施後の平成

（見込み）と増加に転じました（前年度

環境保全に配慮した資源循環利用の促進 【

【H19～H27 事業費

間伐で発生する低質材を合板等やペレット等のバイオマス燃料として利用するため、搬出に対して支援を行

間伐により発生した木材のうち、低質で通常の市場取引が困難な木材について、合板やチップ等の原料と

して工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。

バイオマス燃料利用促進事業 

間伐により発生した木材のうち低質で通常の市場取引が困難な木材について、燃料量ペレットや燃料用チ

ップの原料として工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。

22 20

150

84

15%

24%

25 26

主伐面積（針葉樹人工林） 主伐面積に対する

再造林面積の割合（％）

中間とりまとめ

当たり標準経費の嵩上げ支援 

 80ha 

は見込み） 

年度まで減少傾向だった再造林面積が、当事業の実施後の平成

（見込み）と増加に転じました（前年度20haの２倍）。

【H19～H27 

事業費 267,459

間伐で発生する低質材を合板等やペレット等のバイオマス燃料として利用するため、搬出に対して支援を行

間伐により発生した木材のうち、低質で通常の市場取引が困難な木材について、合板やチップ等の原料と

して工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。

間伐により発生した木材のうち低質で通常の市場取引が困難な木材について、燃料量ペレットや燃料用チ

ップの原料として工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。

40
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40%
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30%

35%

40%

45%

27見込み

主伐面積に対する

再造林面積の割合（％）

とりまとめ 

年度まで減少傾向だった再造林面積が、当事業の実施後の平成

の２倍）。 

H27 事業費 345,911

267,459千円】

間伐で発生する低質材を合板等やペレット等のバイオマス燃料として利用するため、搬出に対して支援を行

間伐により発生した木材のうち、低質で通常の市場取引が困難な木材について、合板やチップ等の原料と

して工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。 

間伐により発生した木材のうち低質で通常の市場取引が困難な木材について、燃料量ペレットや燃料用チ

ップの原料として工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。

年度まで減少傾向だった再造林面積が、当事業の実施後の平成

345,911千円】

千円】 

間伐で発生する低質材を合板等やペレット等のバイオマス燃料として利用するため、搬出に対して支援を行

間伐により発生した木材のうち、低質で通常の市場取引が困難な木材について、合板やチップ等の原料と

間伐により発生した木材のうち低質で通常の市場取引が困難な木材について、燃料量ペレットや燃料用チ

ップの原料として工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。 

再造林施行地

年度まで減少傾向だった再造林面積が、当事業の実施後の平成27年度は

千円】 

間伐で発生する低質材を合板等やペレット等のバイオマス燃料として利用するため、搬出に対して支援を行

間伐により発生した木材のうち、低質で通常の市場取引が困難な木材について、合板やチップ等の原料と

間伐により発生した木材のうち低質で通常の市場取引が困難な木材について、燃料量ペレットや燃料用チ

再造林施行地 

年度は40ha 

間伐で発生する低質材を合板等やペレット等のバイオマス燃料として利用するため、搬出に対して支援を行

間伐により発生した木材のうち、低質で通常の市場取引が困難な木材について、合板やチップ等の原料と

間伐により発生した木材のうち低質で通常の市場取引が困難な木材について、燃料量ペレットや燃料用チ

 

  -

間伐で発生する低質材を合板等やペレット等のバイオマス燃料として利用するため、搬出に対して支援を行

間伐により発生した木材のうち、低質で通常の市場取引が困難な木材について、合板やチップ等の原料と

間伐により発生した木材のうち低質で通常の市場取引が困難な木材について、燃料量ペレットや燃料用チ
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〔事業の成果

 ました（前年度

 

 

「環境保全を重視した森林整備の推進」における課題

・ 

してきましたが、

林や活力が低下している里山林が依然として多く存在して

ます。

・  

っています。

 

 

(2) 森林

ア 

木質

 

 

 

 

 

〔取組実績〕

・ 再造林

H27実績

        

事業の成果〕

平成26年度まで減少傾向だった再造林面積が、当事業の実施後の平成

ました（前年度

環境保全を重視した森林整備の推進」における課題

 これまで、荒廃のおそれのある森林

してきましたが、

林や活力が低下している里山林が依然として多く存在して

ます。 

 森林の持つ公益的機能の早期回復と森林資源の循環利用に向けて、主伐後の再造林の推進が必要とな

っています。

森林資源の循環利用の促進

 間伐材などの

計画的な搬出間伐により

木質バイオマス燃料

 

(ｱ) 合板など

間伐により発生した木材のうち、

や集成材

(ｲ) 木質バイオマス燃料

間伐など

ペレットや燃料用チップの原料として工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。

〕 

再造林に係る経費に対して、国庫補助

実績 40ha、

〕 

年度まで減少傾向だった再造林面積が、当事業の実施後の平成

ました（前年度20haの２倍）。

環境保全を重視した森林整備の推進」における課題

これまで、荒廃のおそれのある森林

してきましたが、やまがた

林や活力が低下している里山林が依然として多く存在して

森林の持つ公益的機能の早期回復と森林資源の循環利用に向けて、主伐後の再造林の推進が必要とな

っています。 

循環利用の促進

間伐材などの利用の促進

計画的な搬出間伐により

バイオマス燃料などに

などへの利用促進

間伐により発生した木材のうち、

集成材、パルプ用

バイオマス燃料

などにより発生した木材のうち

ペレットや燃料用チップの原料として工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。

主伐と再造林の実施状況の推移

に係る経費に対して、国庫補助

、H28計画 80ha

年度まで減少傾向だった再造林面積が、当事業の実施後の平成

の２倍）。 

環境保全を重視した森林整備の推進」における課題

これまで、荒廃のおそれのある森林

やまがた緑環境税事業

林や活力が低下している里山林が依然として多く存在して

森林の持つ公益的機能の早期回復と森林資源の循環利用に向けて、主伐後の再造林の推進が必要とな

循環利用の促進  

利用の促進  

計画的な搬出間伐により森林資源の循環利用を推進していくため、

などに利用するための搬出

利用促進 

間伐により発生した木材のうち、

パルプ用チップなど

バイオマス燃料への利用促進

により発生した木材のうち

ペレットや燃料用チップの原料として工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。

主伐と再造林の実施状況の推移

最終とりまとめ

に係る経費に対して、国庫補助

80ha 

年度まで減少傾向だった再造林面積が、当事業の実施後の平成

環境保全を重視した森林整備の推進」における課題

これまで、荒廃のおそれのある森林132,000ha

緑環境税事業以外の事業による

林や活力が低下している里山林が依然として多く存在して

森林の持つ公益的機能の早期回復と森林資源の循環利用に向けて、主伐後の再造林の推進が必要とな

【H24～

【H24～

資源の循環利用を推進していくため、

するための搬出

間伐により発生した木材のうち、低質で

チップなどの原料として工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。

利用促進 

により発生した木材のうち、

ペレットや燃料用チップの原料として工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。

主伐と再造林の実施状況の推移 

とりまとめ（

に係る経費に対して、国庫補助事業に上乗せ

年度まで減少傾向だった再造林面積が、当事業の実施後の平成

環境保全を重視した森林整備の推進」における課題 

132,000haのうち県民生活に影響が大きい保全上重要

以外の事業による

林や活力が低下している里山林が依然として多く存在して

森林の持つ公益的機能の早期回復と森林資源の循環利用に向けて、主伐後の再造林の推進が必要とな

～H27 事業費

～H27 事業費

資源の循環利用を推進していくため、

するための搬出に対して支援を行いました。

低質で価格が低く

の原料として工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。

、価格が低く

ペレットや燃料用チップの原料として工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。

（案） 

事業に上乗せ支援 

年度まで減少傾向だった再造林面積が、当事業の実施後の平成

のうち県民生活に影響が大きい保全上重要

以外の事業による整備を合わせても、荒廃のおそれのある人工

林や活力が低下している里山林が依然として多く存在しており、これらの

森林の持つ公益的機能の早期回復と森林資源の循環利用に向けて、主伐後の再造林の推進が必要とな

事業費 202,402千円】

事業費 156,879千円】

資源の循環利用を推進していくため、

に対して支援を行いました。

価格が低く通常の市場取引が困難な木材について、合板

の原料として工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。

価格が低く通常の市場取引が困難な木材について、燃料

ペレットや燃料用チップの原料として工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。

年度まで減少傾向だった再造林面積が、当事業の実施後の平成27年度は

のうち県民生活に影響が大きい保全上重要

整備を合わせても、荒廃のおそれのある人工

おり、これらの森林の整備が課題となってい

〔課題への対応：

森林の持つ公益的機能の早期回復と森林資源の循環利用に向けて、主伐後の再造林の推進が必要とな

〔課題への対応：

千円】【H19～

千円】【H19～

資源の循環利用を推進していくため、間伐で発生する低質材

に対して支援を行いました。 

通常の市場取引が困難な木材について、合板

の原料として工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。

通常の市場取引が困難な木材について、燃料

ペレットや燃料用チップの原料として工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。

再造林施行地

年度は 40ha と増加に転じ

のうち県民生活に影響が大きい保全上重要

整備を合わせても、荒廃のおそれのある人工

森林の整備が課題となってい

〔課題への対応：P43 

森林の持つ公益的機能の早期回復と森林資源の循環利用に向けて、主伐後の再造林の推進が必要とな

〔課題への対応：

～H27 事業費

～H27 事業費

間伐で発生する低質材

通常の市場取引が困難な木材について、合板

の原料として工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。

通常の市場取引が困難な木材について、燃料

ペレットや燃料用チップの原料として工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。

再造林施行地 

と増加に転じ

のうち県民生活に影響が大きい保全上重要な森林を整備

整備を合わせても、荒廃のおそれのある人工

森林の整備が課題となってい

P43  ２(1)ア(ｱ

森林の持つ公益的機能の早期回復と森林資源の循環利用に向けて、主伐後の再造林の推進が必要とな

〔課題への対応：P44(1)イ〕

事業費 365,181千円

事業費 266,163千円

間伐で発生する低質材などを合板

通常の市場取引が困難な木材について、合板

の原料として工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。 

通常の市場取引が困難な木材について、燃料

ペレットや燃料用チップの原料として工場に出荷した場合に一定の額を助成しました。 

と増加に転じ 

森林を整備

整備を合わせても、荒廃のおそれのある人工

森林の整備が課題となってい

ｱ)〕 

森林の持つ公益的機能の早期回復と森林資源の循環利用に向けて、主伐後の再造林の推進が必要とな

イ〕 

千円】  

千円】  

板や

通常の市場取引が困難な木材について、合板

 

通常の市場取引が困難な木材について、燃料用
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中間とりまとめ 最終とりまとめ（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度別搬出支援実績（Ｈ27は見込み、28は計画）    用途別搬出支援実績（H19～26実績） 

 

 

間伐材の需要拡大、間伐に対する国庫補助事業が搬出間伐を要件化するなどにより、間伐材の利用

は増加しており、当事業の実績についても増加傾向となっています。 

用途別内訳では合板が56％ともっとも多く、続いてラミナ等とバイオマス燃料が16％、パルプ用な

どチップが12％となっています。 

 

◎事業の成果 

・合板や集成材、ラミナ工場等への供給量の増大を支援することができました。 

・新規稼働によるバイオマス発電施設等への供給を支援することができました。 

・本来林内に残される低質材を搬出・利用するための取引先及び流通経路の構築を図る

ことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔取組実績〕 

間伐材の需要拡大のほか、国庫補助事業において搬出間伐が推進されたことなどにより間伐材の利

用は増加しており、この事業の実績についても増加傾向となっています。 

平成24年度から27年度までの搬出支援実績は160,367㎥で、19年度（やまがた緑環境税創設時）から

27年度までの搬出支援実績は261,660 ㎥となっています。 

用途別内訳では合板が53％ともっとも多く、続いて木質バイオマス燃料が22％、集成材が13％、パ

ルプ用チップが12％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔事業の成果〕 

    ・ 合板や集成材工場などへの供給量の増大や、新規稼働した木質バイオマス発電施設などへの供給な

ど、これまで利用されずに林内に放置されていた間伐材や林地残材の利用が進みました。 

・ 低質材などを搬出・利用するための取引先の確保や流通経路の構築が図られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合板, 

140,938

㎥, 56%ラミナ等, 

40,603㎥, 

16%

チップ,

30,304㎥, 

12%

バイオマ

ス利用, 

41,433㎥, 

16%

8,592
11,767

19,406

24,760 25,000 23,501

38,844

28,575 28,195

49,000

0 0 1,030 5,337 5,400 6,925 8,764 9,767

20,528
25,000

8,592
11,767

20,436

30,097 30,400 30,426

47,608

38,342

48,723

74,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

見込み

Ｈ２８

計画

搬出材積

合計（㎥）

搬出材積

（㎥）

年 度

合板等利用促進事業 バイオマス燃料利用促進事業 合計

間伐材搬出状況（合板用） 間伐材搬出状況（バイオマス燃料用） 間伐材搬出状況（合板・集成材用） 間伐材搬出状況（バイオマス燃料用） 

年度別搬出支援実績（Ｈ28 は計画） 

用途別搬出支援実績（H19～H27 実績の合計） 

8,592 11,768
19,406

24,760 25,000 23,501

35,972
28,575 26,767

49,000

0
0

1,030

5,337 5,400 6,900

8,764

9,767
20,121

25,000

8,592
11,768

20,436

30,097 30,400 30,401

44,736

38,342

46,888

74,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

計画

搬出材積

（㎥）

年 度

バイオマス利用 合板・集成材・チップ

合板, 

142,305

㎥, 53%

集成材, 

34,603㎥, 

13%

ﾊﾟﾙﾌﾟ用

ﾁｯﾌﾟ,

30,304㎥, 

12%

木質ﾊﾞｲｵ

ﾏｽ利用, 

57,344㎥, 

22%

合計 261,660 ㎥  
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中間とりまとめ 最終とりまとめ（案） 

 

イ やまがたの木のある暮らし・街づくり促進事業【H27 事業費 1,250千円】 

県産木材を活用した県産木工品プロジェクトコンペを実施し、展示会の開催や作品集の作成を通して木

の良さを広く県民に周知することで、木のある暮らしの普及促進を図りました。 

 

◇主な取組みと実績 

・県産木工品プロダクトコンペの実施を支援しました。 

応募数 76点 

山形県知事賞１点以下、９点を表彰 

  受賞作品を中心に県内各地で巡回展示を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎事業の成果 

・県産木製品を通じて、県産木材の良さやぬくもりを体感してもらう機会を創出しました。 

・コンペティションの開催により、木工製品の品質・デザイン性の向上に寄与しました。 

 

 

 

ウ 広葉樹林健全化促進事業 【H22～H27 事業費 62,571千円】 

萌芽更新によるナラ林を主体とした広葉樹林の若返りを図るため、被害の拡大の恐れのあるナラ林を伐採

し、チップやペレットに利用しながら害虫を駆除する伐採事業者に対して支援しました。 

 

◇主な取組みと実績 

(ｱ) 伐採木の搬出利用に対する支援 57,0338m3 （実施面積：266.1ha） 

(ｲ) 大量集積型おとり丸太の設置  16箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   年度別利用材積（平成27年度は見込み） 

 

 

◎事業の成果 

・  ナラ枯れ被害は、平成22年度をピークに減少傾向にあり一定の効果がありました。 

・  事業実施箇所については、萌芽更新等が確認されており、森林の若返り再生が図られていま

す。 

 

 

イ 木のある暮らし・街づくりの促進 【H27 事業費 1,250千円】 

県産木材を活用した県産木工品プロダクトコンペを実施し、展示会の開催や作品集の作成を通して木の

良さを広く県民に周知することで、木のある暮らしの普及促進を図りました。 

 

〔取組実績〕 

○ 県産木工品プロダクトコンペの開催 

・  応募数 76点 

・  山形県知事賞１点以下、９点を表彰 

・  受賞作品を中心に県内各地で巡回展示を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔事業の成果〕 

・  県産木製品を通じて、県産木材の良さやぬくもりを体感してもらう機会を創出しました。 

・  プロダクトコンペの開催により、木工製品の品質・デザイン性の向上に寄与しました。 

 

 

 

ウ ナラ枯れ被害林の伐採搬出利用の促進 

【H24～H27 事業費 30,041千円】【H22～H27 事業費 57,957千円】 

ナラ枯れ被害の拡大のおそれのあるナラ林を皆伐し、チップやペレットに利用しながら害虫を駆除するとと

もに、萌芽更新による若返りを図るため、伐採搬出事業者に対して支援しました。 

 

〔取組実績〕 

○ 伐採木の搬出利用に対する支援 （H24～H27）34,626m3、（H22～H27）59,046m3 

○ 大量集積型おとり丸太などの設置 （H24～H27）10箇所、（H22～H27）57箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

〔事業の成果〕 

・  ナラ枯れ被害は、平成22年度をピークに減少しており、効果が認められました。 

・  事業実施箇所については、萌芽更新などが確認されており、森林の若返り再生が図られています。 

 

 

伐採後の萌芽更新状況 

10,777

17,548

12,675

9,821

6,212
5,538

176.075

105.691

46.447

19.243
7.494 6.944

0
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5,000
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20,000

22 23 24 25 26 27見込み

被害本数

(千本)
材積(㎥)

年度

県産木工品プロダクトコンペの実施状況 

伐採後の萌芽更新状況 

県産木工品プロダクトコンペの実施状況 受賞作品（プレート、竹馬、コースター） 

年度別利用材積とナラ枯れ被害本数の推移 

9,420

15,000

12,675

9,821

6,212 5,922

176,075

105,691

46,447

19,243

7,494 6,944

0

50,000

100,000

150,000

200,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

22 23 24 25 26 27

被害本数

(本)
材積(㎥)

年度
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中間とりまとめ 最終とりまとめ（案） 

 

エ ナラ枯れ被害対策検証事業【H20～H21、H24～H27 事業費 12,404 千円】 

 

合成集合フェロモン剤（誘引剤）によるカシノナガキクイムシの大量誘引捕殺法（おとり木トラップ法・お

とり丸太トラップ法）の誘引効果と被害軽減効果を検証し、事業にとしての実用化を図りました。 

 

◇主な取組みと実績 

・おとり木トラップ法とおとり丸太トラップ法の手法検討、事業実施による誘引効果 

と被害軽減効果の調査、検証を行いました。 

 

(ｱ) おとり木トラップ調査数（H20～22）44箇所 

・おとり木トラップ設置林分0.1haで、カシノナガキクイムシ４万頭以上を誘引しまし 

た。 

・微害地域では89％の被害軽減が認められました。 

(ｲ) おとり丸太トラップ調査数（H24～27）32箇所 

・おとり丸太トラップの設置により、中害地域以上で１万５千頭/㎥以上を誘引しまし 

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎事業の成果 

・おとり木トラップ法は、微害地域において、カシノナガキクイムシを大量に誘引し、ナラの枯死を89％

阻止できる技術として完成し、平成22年度から林野庁の補助事業のメニューに組み込まれ実用化され

ました。 

・おとり丸太トラップ法は、中害・激害・激害跡地において、カシノナガキクイムシを大量に誘引し、

激害では、おとり丸太20㎥で1,200本の枯死に相当するカシノナガキクイムシを誘引でき被害の軽減に

有効である技術とし、平成25年度から林野庁の補助事業のメニューに組み込まれ実用化されました。 

 

 

オ 低質材利活用システムの検証・検討事業 【H25～H26 事業費 11,085千円】 

間伐で発生する低質材等の搬出・利用全般について検証・検討を行い、低コストシステムの構築を図るため

の検討を行いました。 

 

◇主な取組みと実績 

・素材生産の現状を調査し、低質材の利活用における課題の分析・整理を行い、効率的かつ安定的に低質材

の供給が可能な低コストシステムの構築に向けた支援のあり方について検証・検討を行いました。 

・県内４地域ごとに素材生産者及び製材業者を対象とした調査を実施しました。 

 

 

◎事業の成果 

   ・検証の結果を受けて、森林循環利用促進事業の搬出単価の見直しを行うとともに、需要動向に合わせて、

事業対象となる出荷先の見直しを行いました。 

 

 

エ ナラ枯れ被害対策の検証 

【H24～H27 事業費 3,148千円】【H20～H21、H24～H27 事業費12,403千円】  

合成集合フェロモン剤（誘引剤）によるカシノナガキクイムシの大量誘引捕殺法（おとり木トラップ法・

おとり丸太トラップ法）の手法検討や、事業実施による誘引効果と被害軽減効果の調査・検証を行いまし

た。 

 

 

 

〔取組実績〕 

○ おとり木トラップ調査数（H20～H21）44箇所 

・  おとり木トラップ設置林分0.1haで、カシノナガキクイムシ４万頭以上を誘引しました。 

・  微害地域では89％の被害軽減が認められました。 

 

○ おとり丸太トラップ調査数（H20～H21）77箇所、（H24～H27）63箇所 

・  おとり丸太トラップの設置により、中害地域以上で１万５千頭/㎥以上を誘引しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔事業の成果〕 

・  おとり木トラップ法は、微害地域において、カシノナガキクイムシを大量に誘引し、ナラの枯死

を89％阻止できる技術として完成し、平成22年度から林野庁の補助事業（森林病害虫防除事業）の

メニューに組み込まれ実用化されました。 

・  おとり丸太トラップ法は、中害・激害・激害跡地において、カシノナガキクイムシを大量に誘引

し、激害では、おとり丸太20㎥で1,200本の枯死に相当するカシノナガキクイムシを誘引でき被害の

軽減に有効である技術とし、平成25年度から林野庁の補助事業のメニューに組み込まれ実用化され

ました。 

 

オ 低質材利活用システムの検証 【H25～H26 事業費 11,085千円】 

間伐で発生する低質材などの搬出・利用全般にかかる課題の分析・整理を行い、低質材の利活用システム 

の構築を図るための検討を行いました。 

 

〔取組実績〕 

・  素材生産の現状を調査し、低質材の利活用における課題の分析・整理を行い、効率的かつ安定的に

低質材の供給が可能な利活用システムの構築に向けた支援のあり方について検証・検討を行いまし

た。 

・  県内４地域ごとに素材生産業者及び製材業者を対象とした３調査を実施しました。 

 

〔事業の成果〕 

検証の結果を受けて、需要動向に合わせて、アの「間伐材などの利用の促進」の事業対象となる出荷

先や搬出単価の見直しを行いました。 
 

 

おとり木トラップの状況 おとり丸太トラップの状況 おとり木トラップの状況 おとり丸太トラップの状況 
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中間とりまとめ 最終とりまとめ（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

「森林資源の循環利用の促進」における課題 

・  燃料用チップ用材など搬出利用の採算が合わず、有効活用されていない間伐材や林地残材の新たな需

要先への搬出利用の推進を図るため、更なる間伐材や林地残材の搬出利用が必要となっています。 

・  ナラ枯れ被害は減少していますが、地域によっては増加しているところがあり、被害木などの伐採搬

出によるナラ林の若返りなど、ナラ枯れ被害の拡大を防ぐ取組みの推進が課題となっています。 

〔課題への対応：P44(1)イ〕 
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

２ 21世紀にふさわしい県民と森林の関わりの構築【H19～ H27 事業費1,156,802 千円】  

 

より多くの県民の方から森林との関わりを深めてもらう機会を創出するとともに、森林や自

然環境に対する理解を深め、森林を県民みんなで守り育てる意識を醸成するため、地域のボラ

ンティア団体や市町村、企業が主体的に取組む森づくり活動への支援を行ってきました。   

また、自然環境学習の推進や生物多様性の保全、野生動物との共存にも支援しました。 

 

 

(1) 県民参加の森づくりの推進  【 H19～ H27  事業費 1,033,694 千円】  

 

ア  県民みんなで支える森・みどり環境公募事業  【 H19～ H27 事業費  241,817 千円】  

 

ＮＰＯやボランティア団体等の多様な主体が取り組む森林・自然環境学習や豊かな森づく

り活動等に対して支援しました。公募形式にすることで、団体等の自主的な取組みを促し、

地域への着実な定着を図りました。 

また、平成２４年度からはテーマ助成を設け、環境保全に関わる重点的テーマのもと実践

的な森づくり活動や自主的、持続的な活動を行う団体の育成を目的に支援を行いました。 

 

◇主な取組み 

活動内容〈一般助成（H19～ H27）  １事業の上限 50万円 ／  基本計画年数 １年〉 

・子どもたちを対象にした森づくり体験活動等  

・河川の水質環境保全、希少野生生物生息地の保全等  

・地域住民との協働による森づくり活動等  

・森林資源の利活用（県産材や木質バイオマスの普及啓発等） 

活動内容〈テーマ助成（H24～ H27）１事業の上限150万円 ／  基本計画年数 ３年〉 

・間伐材や林地残材を活用したエネルギー利用等  

・里山資源を活用し、里山をフィールドとした多彩な交流等  

・木工品のフェア等の開催を通した普及啓発等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇実績 

・森づくり活動団体数は48団体（H19）から114団体（H27）へ、活動参加者数は約6,500

名（H19）から約25,700名 (H27)へ増加しました。 

◎事業の成果 

 

 

・森づくり活動への参加者数が前回の見直し以降も増加傾向にあり、年間の森づくり活

動参加者数の約４分の１を占めるなど、県民参加の森づくりを推進する大きな役割を

果たしています。  

・前回の見直し以降も森林ボランティア団体だけでなく、自治会や子供会、幼稚園等の

幅広い団体からの応募があり、県民みんなで支える森づくり活動が更に広く浸透し、

森林に関する地域活動の活性化が図られています。  

・テーマ助成では、単年度の活動では不可能な大きな課題の解決に有効であり、森づく

り活動の拠点づくりや地域連携等に効果を上げています。 

２ 21世紀にふさわしい県民と森林の関わりの構築  

【H24～ H27 事業費 528,186千円】【H19～ H27 事業費 1,160,507千円】 

森林や自然環境に対する理解を深め、森林を県民みんなで守り育てる意識の醸成を図るた

め、より多くの県民から森林との関わりを深めてもらう機会を創出するとともに、地域住民

やＮＰＯ、市町村、企業などが主体的に取り組む森づくり活動への支援を行いました。   

また、生物多様性の保全、野生動物との共存など自然環境保全対策に取り組んだほか、自

然環境学習や森に親しむ環境づくりの推進にも取り組んできました。 

  

(1) 県民参加の森づくりの推進   

【 H24～ H27 事業費 474,682千円】【H19～ H27 事業費 1,029,109千円】 

ア 地域住民などによる森づくり 

      【 H24～ H27 事業費 115,799千円】【H19～ H27 事業費 240,914千円】 

地域住民やＮＰＯ、各種団体などの多様な主体が取り組む森林・自然環境学習や豊か

な森づくり活動等に対して支援を行いました。公募形式にすることで、団体等の自主的

な取組みを促し、地域への着実な定着を図りました。 

また、平成24年度からはテーマ助成を設け、環境保全に関わる重点的テーマのもと実

践的な森づくり活動や自主的、持続的な活動を行う団体の育成を目的に支援を行いまし

た。 

 

〔取組実績〕 

○  一般助成（H19～ H27）  １事業の上限 50万円／基本計画年数１年  

・   地域住民などが自ら実施する森づくり活動  

・  地域の子ども達を対象にした森林・自然環境学習  

・  県産木材を活用したベンチなど木製品の作製など 

 

○ テーマ助成（H24～ H27）１事業の上限150万円／基本計画年数３年  

・   間伐材や林地残材を活用したエネルギー利用（３団体）  

・  里山をフィールドとし、里山資源を活用した多彩な交流（５団体）  

・  木工品のフェアなどの開催を通した普及啓発（３団体） 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔事業の成果〕 

・  森づくり活動団体数は、やまがた緑税創設時（H19） 48団体だったものが前回検

討時（H23）には109団体まで増加し、以降現在（H27）まで110団体前後で推移して

います。 

・   森づくり活動参加者数は、やまがた緑環境税創設時約6,500人だったものが前回

検討時には約18,200人、現在では25,700人まで増加し、年間の森づくり活動参加者

森づ くり 活 動団 体数 の 推移  活動 参加 者 数の 推移  
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

 

イ  みどり環境交付金事業【H19～ H27 事業費 783,335 千円】  

 

地域における住民の意向や実情に精通している市町村が、独自性を発揮して創意工夫

を凝らした森づくり活動等を実施できるように支援を行いました。  

平成２４年度からは特認事業を設け、県が重視する施策の実施に向けて支援を強化し

ました。 

 

◇主な取組み 

・子ども達を対象にした森づくり体験活動等  

・河川の水質環境保全、希少野生生物生息地の保全等  

・地域住民との協働による森づくり活動等  

・県産材や木質バイオマスの普及啓発等 

※上記の対象項目のほか、以下の「特認事業」を設定しました。 

・木質バイオマスの利活用  ・里山再生に向けた新たなシンボルゾーン設置 

・野生動物と共生するための緩衝林帯の保全活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇実績 

・事業数は115事業（H19）から168事業（H27）へ、活動参加者数は約9,300名から約20,000

名（H27）へと増加しました。  

◎事業の成果 

 

 

・前回の見直し以降も、森づくり活動への参加者数は増加傾向にあり、年間の森づくり

活動参加者の約５分の１を占めるなど、県民参加の森づくりを推進する大きな役割を

果たしています。  

・一部の市町村では、地域住民や地元企業、大学、市町村内の他部局等と連携し、地域

課題を的確に把握した事業を立案するなど、独自性を伴う事業が展開されています。  

・緩衝林帯の整備により、クマやサルなどの野生動物との共存に寄与しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数の約４分の１を占めるなど、県民参加の森づくりを推進する大きな役割を果たし

ています。 

 

・   前回検討後も、自治会や子ども会、幼稚園などの幅広い団体からの応募があり、

県民参加の森づくりが更に広く浸透し、森林に関する地域活動の活性化が図られて

います。 

・   テーマ助成では、地域の中核的な団体が事業に取り組み、森づくり活動の拠点づ

くりや地域連携などが図られています。 

 

 

イ  市町村が進める森づくり 

【H24～ H27 事業費 353,089千円】【H19～ H27 事業費 782,401千円】  

地域における住民の意向や実情に精通している市町村が、独自性を発揮して創意工夫

を凝らした森づくり活動などを実施できるように支援を行いました。  

平成24年度からは特認事業を設け、県が重視する施策の実施に向けての支援を強化し

ました。 

 

〔取組実績〕 

・  学校林や市町村有林を活用した取組み  

・  地域住民や企業との協働による森づくりや希少野生生物の生息地の保全  

・  間伐材や木質バイオマス利用拡大のための普及啓発  

 

※  上記の取組みのほか、以下の「特認事業」を設け、重点的支援を行いました。 

・   木質バイオマスの利活用（18事業） 

・   里山再生に向けた新たなシンボルゾーンの設置活動（51事業） 

・   野生動物と共生するための緩衝林帯の保全活動（H25～）（19事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔事業の成果〕 

・  事業数は、やまがた緑環境税創設時（H19）115事業だったものが前回検討時（H23）

には約160事業まで増加し、以降現在（H27）まで約160～ 170事業で推移しています。 

・   森づくり活動参加者数は、税創設時約9,300人だったものが前回検討時には約

17,000人、現在では約20,500人まで増加し、年間の森づくり活動参加者の約５分の

１を占めるなど、県民参加の森づくりを推進する大きな役割を果たしています。 

・   一部の市町村では、地域住民や地元企業、大学、市町村内の他部局などと連携し、

地域課題を的確に把握した事業を立案するなど、独自性を伴う事業が展開されてい

ます。 

・   緩衝林帯の整備により、クマやサルなどの野生動物との共存に寄与しています。  
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

 

ウ  やまがた絆の森プロジェクト推進事業【H21～ H27 事業費   8,542 千円】 

 

 

 

企業等による森づくり活動を支援するとともに、森づくり活動の成果が実感できる仕組

みにより、森づくり参加者の拡大と森林によるＣＯ ２ の吸収源対策を推進しました。   

 

◇主な取組みと実績 

(ｱ) 企業の森づくり 

〈参加企業・団体数と活動参加者の推移〉  

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

９企業 14企業 27企業 27企業 27企業 31企業 32企業 

   3,574人  3,626人  3,084人  3,477人  

 

(ｲ) CO2森林吸収量等評価認証 

〈森づくり認証された CO2吸収量の推移〉（t-CO2/年）  

H22 H23 H24 H25 H26 H27 

261.1 444.0 334.6 161.5 192.0 426.8 

 

・参加企業・団体数は、９企業・団体（H21）から32企業・団体（H27）へ増加しまし 

た。 

・活動参加者数は、3,000人から3,600人程度で推移しています。 

・CO2森林吸収量は、約190（ t-CO2/年）から約440（ t-CO2/年）程度で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

◎事業の成果 

 

 

・企業等による環境貢献や社会貢献の具体的な取組みとして実施する森づくり活動への支

援より、里山資源の活用や地域交流の拡大など地域の活性化が図られています。  

・企業等が実施した森づくり活動による環境貢献の成果をCO 2森林吸収量として数値化し、

取組み成果の｢見える化｣を図ったことで、企業等の森づくり活動への意欲が高まり、活

動が活性化しました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ  やまがた絆の森の推進 

【H24～ H27 事業費 5,794千円】【H19～ H27 事業費 8,242千円】 

森づくりを希望する企業と県、森林所有者による「やまがた絆の森協定」を締結し、

連携した森づくり活動に取り組んできました。 

また、森づくり活動の成果が実感できる仕組みにより、森づくり活動参加者の拡大と

森林によるCO２ の吸収源対策を推進しました。 

 

〔取組実績〕 

○  企業の森づくり 

〈参加企業数と森づくり活動参加者数〉  

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

９企業 14企業 27企業 27企業 27企業 31企業 32企業 

   3,574人  3,626人  3,084人  3,477人  

 

○ CO 2森林吸収量等評価認証 

〈森づくり認証された CO２ 吸収量〉（t- CO２ /年）  

H22 H23 H24 H25 H26 H27 

261.1 444.0 334.6 161.5 192.0 426.8 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

〔事業の成果〕 

・  やまがた絆の森に取り組んだ企業数は、取組み開始時（H21）９企業だったものが

前回検討時（H23）には27企業、現在(H27)では32企業まで増加しています。 

・   企業などによる環境貢献や社会貢献の具体的な取組みとして実施する森づくり活

動への支援により、里山資源の活用や地域交流の拡大など地域の活性化が図られて

います。 

・   企業などが実施した森づくり活動による環境貢献の成果をCO 2森林吸収量として

数値化し、取組み成果の｢見える化｣を図ったことで、企業などの森づくり活動への

意欲が高まり、活動の活性化が図られています。 

 

 

「県民参加の森づくりの推進」における課題 

・  森づくり活動団体数が前回検討後ほぼ横ばいとなっており、森づくり活動団体数の

拡大と森づくり活動の活性化に向けた対応が必要となっています。 

・   様々な地域課題に、地域が連携して取り組むことが必要となっています。 

・   やまがた絆の森（企業による森づくり活動）への参加企業が年々増加していること

から、効率的な支援体制が必要となっています。 〔課題への対応：P44(2)ア (ｱ)〕  

 

 

 

 

 

絆の 森協 定 締結 式  
絆の 森参 画 企業 によ る 森林 整備 活 動  

絆の 森協 定 締結 式  絆の 森参 加 企業 によ る 森林 整備 活 動  CO 2 森林吸 収量  
認証 書  
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森づくり参加者数の目標を、「税創設から 10 年目（平成 28 年度）の年間参加者数 10 万人」

とし、様々な活動及び普及啓発を展開してきました。 

その結果、森づくり参加人数は税創設時の 62,220 人から平成 26 年には 94,544 人と約

1.5 倍に増加しており、平成 27 年度は目標参加人数 98,000 人を上回りました。 

 現在でも増加傾向が続いており、平成 28 年度の 10 万人達成に向けて順調に推移して

います。 

62,220 67,850 72,688 78,739 81,782 82,987 88,924 94,544 98,618 100,000 
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 やまがた緑環境税を活用した森づくり活動などへの参加者数は、やまがた緑環境税創設時

の 20,345 人から平成 27 年度には 60,979 人に増加しています。 
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

 

 (2) 自然環境保全対策の推進 【H19～ H27 事業費  78,495 千円】 

 

森林・生物環境の異変を早急に察知して早期に対策を講じるため、動植物の生息・生育

動向などの自然環境の変化を継続的に監視するとともに、野生動物との共存を図りました。 

 

ア  生物多様性戦略推進事業【H19～ H27 事業費  48,279千円】 

 

山形県生物多様性戦略に基づき、生物多様性の保全・創造・活用に向けた取組を推進

しまた。また、森林生態系をはじめとする自然環境について、動植物の生育・生息動向

等の総合的なモニタリングの実施や、山形県レッドデータブック（植物編）の改訂に向

けた調査・検討等を行ないました。 

 

◇主な取組みと実績 

(ｱ) ブナ・ナラ豊凶調査（H19～） 

・動物の生息動向に影響を与える堅果類(ブナ、ナラ類)の豊凶調査を実施しました。 

 

(ｲ) 自然生態系保全モニタリング調査（H19～） 

・動植物の生息・生育状況調査により、山岳森林地帯や里山の自然環境の異変を早

急に察知しました。 

・山形県レッドデータブック（植物編）の改訂を行いました。（H25）  

〈自然生態系保全モニタリング調査箇所数の推移〉 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

14箇所  ７箇所 13箇所 12箇所 ６箇所 ６箇所 ５箇所 ３箇所 ５箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎事業の成果 

・秋のクマ出没と一定の関連性があるブナの豊凶について、予測結果を県ホームページ

等で広く公表することで、クマの出没に関する地域住民の不安解消に寄与しています。 

・県レッドデータブック（植物編）の改訂調査により、新たに154種の絶滅危惧種が確認

されました。 

 

            

 

 

イ  鳥獣保護管理法推進事業【H24～ H27 事業費   6,324 千円】  

 

本県が定める第二種特定鳥獣管理計画策定のため、生息動向調査を継続して実施する

とともに、計画の評価・検証を行いました。  

 

 

 

(2) 自然環境保全対策の推進  

【H24～ H27 事業費 37,191千円】【H19～ H27 事業費 77,786千円】  

森林・生物環境の異変を早期に察知して対策を講じるため、野生動植物の生息・生育状

況などの自然環境の変化を継続的に監視するとともに、野生動物への対策を図りました。 

 

ア  生物多様性の保全に向けた取組みの推進 

【H24～ H27 事業費 17,873千円】【H19～ H27 事業費 47,804千円】 

山形県生物多様性戦略に基づき、生物多様性の保全に向けた取組みを推進しました。

また、森林生態系をはじめとする自然環境について、野生動植物の生息・生育状況など

の総合的なモニタリングの実施や、山形県レッドデータブック（植物編）の改訂に向け

た調査・検討などを行いました。 

 

〔取組実績〕 

○  自然環境現況調査（H19～） 

山岳地帯や森林内の湿地、湖沼、風穴などの様々な環境で、野生動植物の生息・

生育状況調査を行いました。 

〈調査箇所数〉 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

14箇所  ７箇所 13箇所 12箇所 ６箇所 ６箇所 ５箇所 ３箇所 ５箇所 

 

○ 希少野生生物分布調査（H21～） 

絶滅危惧種などの希少野生生物について、県内各地で生息・生育状況調査などを行

いました。 

・  山形県レッドデータブック（植物編）の改訂(H25）  

 

○ ブナ・ナラ豊凶調査（H19～） 

動物の生息動向に影響を与える堅果類(ブナ、ナラ類)の豊凶を定点観測しました。 

・  ブナ16箇所、ミズナラ９箇所、コナラ11箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔事業の成果〕 

・  自然環境現況調査により、山岳森林地帯や里山などの野生動植物の現況や変化を

把握するとともに、県民に向けて発信しました。 

・   県レッドデータブック（植物編）の改訂を行い、新たに154種の絶滅危惧種を確認

するとともに、本県の野生植物の現状を県民に向けて発信しました。 

・   秋のクマ出没と一定の関連性があるブナの豊凶などについて、県ホームページな

どで広く公表することで、クマの出没に関する地域住民の不安解消に寄与していま

す。 

 

 

イ  森林に生息する野生動物管理対策などの推進 

【H24～ H27 事業費 12,606千円】【H19～ H27 事業費 18,229千円】 

野生動物の生息動向調査を継続して実施し、森林に生息する野生動物の管理などに向

けた施策の実施・検証を行いました。  

 

 

ブナ ・ナ ラ 豊凶 調査  

県レ ッド デ ータ ブッ ク  

（植 物編 ） 改訂 版  

自然 生態 系 保全  

モニ タリ ン グ調 査報 告 書  

 

ブナ ・ナ ラ 豊凶 調査  

県レ ッド デ ータ ブッ ク  

（植 物編 ） 改訂 版  

自然 生態 系 保全  

モニ タリ ン グ調 査報 告 書  
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

 

◇主な取組みと実績 

・森林被害が発生するおそれのあるイノシシやニホンジカ等の生息動向調査で生息数

を把握するとともに、ツキノワグマやインシシについては第二種特定鳥獣管理計画を

策定し、管理を行ないました。  

 

・大型野生動物に対する緩衝林帯の有効性等を検討するため、生息動向や被害状況等

の調査を実施しました。 

 

◎事業の成果 

・大型野生動物の管理計画の策定及び生息動向や被害状況調査により、里地への出没被

害対策に寄与しています。 

 

ウ  総合クマ対策推進事業【H25～ H27 事業費 6,429 千円】 

クマの地域個体群の安定維持及び人との軋轢の緩和を図ります。 

 

◇主な取組みと実績 

(ｱ) ツキノワグマ生息状況調査（H22～）〔H24まで自然環境モニタリング事業〕 

  ・県内に生息しているツキノワグマの密度の増減を把握し、適正な保護管理を行う

ための基礎資料としています。 

〈調査年度と実施山系〉 

 

 

 

(ｲ) 共生の担い手育成（H25～） 

・受講者約360名のうち、約８割が狩猟免許を取得しました。 

 

 

 

 

 

 

 

◎事業の成果 

・山形県ツキノワグマ管理計画の策定に寄与しました。 

 

・野生鳥獣との共生の担い手が、約280人増加しました。 

 

 

エ 大型鳥獣等野生復帰事業【H20～ H27 事業費   11,840  千円】 

 

人と自然が共生する森づくりの一環として、森林生態系を支える多様な野生鳥獣の保

護に資するため、傷病等で救護又は捕獲された鳥獣の野生復帰のための総合的な治療訓

練、移送、放鳥獣等を行いました。 

 

◇主な取組みと実績 

 ・傷病等で救護又は捕獲された野生鳥獣の野生復帰のための総合的な治療、訓練、移

送、放鳥獣等を実施しました。  

 〈実施年度と対応実績〉  

 

 

 

H22 H23 H24 H25 H26 H27 

５山系 ４山系 ７山系 ７山系 ８山系 ８山系 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

８件  ９件 15件  ６件 ９件 19件  25件  28件  

 

〔取組実績〕 

○  大型野生動物生息動向調査 

ニホンザルやツキノワグマなどの大型野生動物が里山の森林を利用する状況の変化

を調査しました。 

〈調査箇所数〉 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

５箇所 ５箇所 ５箇所 ５箇所 10箇所 10箇所 ７箇所 ７箇所 ７箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ツキノワグマ生息状況調査（H22～） 

目視によりツキノワグマの生息数を推定するための調査を行いました。 

 

〈調査山系数〉 

 

  

 

○ 狩猟免許取得者育成（H25～） 

狩猟免許試験受験予定者講習会受講者355人のうち、約８割の279人が狩猟免許を

取得しました。 

 

 

 

 

 

 

〔事業の成果〕 

・  森林に生息する大型野生動物の生息状況の変化や生息数を把握することにより、

森林生態系のかく乱の監視や人との棲み分け対策に寄与しています。 

・   約 40年ぶりに、野生動物対策の担い手である猟友会会員数の減少に歯止めがかか

りました。  

 

ウ  大型動物等野生復帰の推進 

【H24～ H27 事業費6,712千円】【H20～ H27 事業費11,753千円】 

森林に生息する多様な野生動物の保護に資するため、傷病などで救護又は捕獲された

動物の野生復帰のための総合的な治療訓練、生息地への移送などを行いました。 

 

 

〔取組実績〕 

傷病などで救護又は捕獲された野生動物の野生復帰のための総合的な治療、訓練、生

息地への移送などを実施しました。  

〈対応件数〉  

 

 

 

H22 H23 H24 H25 H26 H27 

５山系 ４山系 ７山系 ７山系 ８山系 ８山系 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

８件  ９件 15件  ６件 ９件 19件  25件  28件  

カメ ラト ラ ップ によ る 生息 共生 の担 い 手講 習会  

目視 によ る  

生息 状況 調 査  

狩猟 免許 試 験受 験  

予定 者講 習 会  
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎事業の成果 

・傷病等で保護された野生鳥獣を治療後、奥山へ移送し、放鳥獣することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔事業の成果〕 

傷病などで保護された野生動物が野生復帰しています。  

 

 

「自然環境保全対策の推進」における課題 

・  絶滅危惧種が増加していることから、自然環境現況調査などを強化し、野生動植物

の生息・生育環境の保全を図っていく必要があります。 

・   ニホンジカなどの大型野生動物の生息域拡大や個体数の増加により、森林被害や人

身被害が懸念されており、生息状況調査などの実施を含めた管理体制の強化が必要と

なっています。 

・   野生動物対策の担い手である狩猟免許取得者の人数を確保していくことが必要とな

っています。                   〔課題への対応：P44(2)イ〕  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

捕獲 した ク マの 治療  捕獲 した ク マを 奥山 へ

救護 した カ モシ カ  救護 した フ クロ ウ  
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

 

 (3) 自然環境学習や森に親しむ環境づくりの推進【H19～ H27 事業費 44,613 千円】  

環境学習の意欲増進と環境教育の充実のための具体的施策として、県内の小学生等が

学校教育や様々な学習の中で森や自然に親しみ、学ぶ体制を構築するため、森林環境学

習における指導者の育成及び森林環境学習の副教材や活動手引き等の作成・提供を基本

に事業を展開しました。  

 

ア  自然環境学習推進事業  【 H19～ H27 事業費   13,611 千円】  

 

学校教育における森林環境学習を支援するため、教員を対象に、森林や林業に関する

知識、森林を使った環境学習の手法等について研修を実施するとともに、森林環境学習

を実践するための副教材等を作成し提供しました。  

 

◇主な取組みと実績 

(ｱ) 学校林環境学習指導者研修(H22～ H26) 

・森林環境学習の手法についての研修を実施しました。（H19～ H23 ７回） 

・学校林を活用した森林環境学習指導者研修を実施しました。 

（H22～ H26 31回、８小学校） 

(ｲ) 森林環境学習副教材等の作成(H19～ ) 

・小学生の森林や自然環境に対する理解向上を図るため、小学 

校５年生を対象に副教材44,700部、ガイドブック5,200部を作成、 

全小学校に配布しました。（H24～） 

 

 

 

 

・ポケット版ガイドブック「森のたんけん手帳」23,500部を作成 

し、市町村等へ配布しました。（H26～） 

 

◎事業の成果  

 

 

・学校林を活用した森林環境学習を推進することができました。 

・小学生の森林や自然環境に対する理解の向上を図ることができました。 

 

イ 総合支庁実施事業 【H19～ H27 事業費    28,045 千円】  

 

自然環境学習に関する地域の課題解決のため、各総合支庁が独自事業を展開しました。 

 

◇主な取組みと実績 

地域  事  業  名  内  容  

村山  
村 山 版 森 の よ う ち え ん 拡 大 支 援 事 業  【 H20～ H26】  自 然 の 中 で 行 う 幼 児 教 育 ま た は 保 育 を 普 及  

里 山 の 森 づ く り サ ポ ー タ ー 育 成 事 業  【 H24～    】  県 民 の 森 で の 森 の 案 内 人 育 成 研 修  

最上  最 上 の 自 然 環 境 教 育 マ ス タ ー 養 成 事 業 【 H24～    】  遊 学 の 森 で の 森 の 案 内 人 育 成 研 修  

置賜  

「 動 物 共 存 の 森 」 学 習 体 験 事 業    【 H19～ H24】  野 生 動 物 と の 共 存 で き る 森 づ く り に 関 す る 現 地 研 修  

お き た ま 森 林 ・ 自 然 環 境 学 習 推 進 事 業 【 H19～    】  源 流 の 森 で の 森 づ く り 活 動 の 推 進 、 指 導 者 育 成 研 修  

み ん な 一 緒 に 森 林 活 動 ﾌｨｰﾙﾄﾞ振 興 事 業 【 H19～    】  障 害 者 を 対 象 に し た 自 然 環 境 学 習  

庄内  出 羽 庄 内 公 益 の 森 づ く り 事 業     【 H19～    】  庄 内 海 岸 に お け る 多 様 な 保 全 活 動  

 

 

 

 

 

(3) 自然環境学習や森に親しむ環境づくりの推進 

【H24～ H27 事業費 44,613千円】【H19～ H27 事業費 44,356千円】 

環境学習の意欲増進と充実のための具体的施策として、県内の小学生などが様々な学習

の中で森や自然に親しみ、学ぶ体制を構築するため、森林環境学習における指導者の育成

及び森林環境学習の副教材や野外活動の手引きなどの作成・提供を基本に事業を展開しま

した。  

 

ア  自然環境学習の推進   

【 H24～ H27 事業費 16,313千円】【H19～ H27 事業費 44,356千円】 

学校教育における森林環境学習を支援するため、教員を対象にした森林や林業に関する

知識、森林を使った環境学習手法などについての研修を実施するとともに、森林環境学習

を実践するための副教材などを作成し、提供しました。  

 

〔取組実績〕 

○  学校林環境学習指導者研修(H22～ H26) 

・  森林環境学習の手法についての研修を実施しました。（H19～ H23 ７回） 

・   学校林を活用した森林環境学習指導者研修を実施しました。 

（H24～ H26 24回   ※ H22～ H26 31回）  

○ 森林環境学習副教材などの作成(H19～ ) 

・  小学生の森林や自然環境に対する理解向上を図るため、小学

校５年生を対象の副教材とガイドブックを作成し、全小学校な

どへ配布ました。（H21～） 

小学校５年生向けの副教材 

 （ H24～ H27 47,700部  ※ H21～ H27 89,700部）  

ガイドブック 

（H24～ H27 5,200部  ※ H21～ H27 10,400部）  

・   ポケット版野外活動の手引き「森のたんけん手帳」23,500部を作成し、市町村

や小学校などへ配布しました。（H26～） 

 

〔事業の成果〕 

・  小学校の約７割が副教材を学校の授業で利用しており、小学校の森林環境学習に

貢献しています。  

・   ポケット版野外活動の手引きが、学校林活動や少年自然の家での学習に活用され

ています。 

 

イ  総合支庁実施事業  

【H24～ H27 事業費 9,699千円】【H19～ H27 事業費 27,812千円】  

自然環境学習に関する地域の課題解決のため、各総合支庁が独自事業を展開しました。 

 

〔取組実績〕 

地域  事  業  名  内  容  

村山  
村 山 版 森 の よ う ち え ん 拡 大 支 援 事 業   【 H20～ H26】 自 然 の 中 で 行 う 幼 児 教 育 ま た は 保 育 を 普 及  

里 山 の 森 づ く り サ ポ ー タ ー 育 成 事 業   【 H24～    】 県 民 の 森 で の 森 の 案 内 人 育 成 研 修  

最上  最 上 の 自 然 環 境 教 育 マ ス タ ー 養 成 事 業  【 H24～    】 遊 学 の 森 で の 森 の 案 内 人 育 成 研 修  

置賜  

「 動 物 共 存 の 森 」学 習 体 験 事 業     【 H19～ H24】 野 生 動 物 と 共 存 で き る 森 づ く り 現 地 研 修  

お き た ま 森 林・自 然 環 境 学 習 推 進 事 業  【 H19～    】 源 流 の 森 で の 森 づ く り 活 動 、指 導 者 育 成 研 修  

み ん な 一 緒 に 森 林 活 動 ﾌｨｰﾙﾄﾞ振 興 事 業  【 H19～    】 障 が い 者 を 対 象 に し た 自 然 環 境 学 習  

庄内  出 羽 庄 内 公 益 の 森 づ く り 事 業      【 H19～    】 庄 内 海 岸 に お け る 多 様 な 保 全 活 動  

副教 材  

小学 校５ 年 生向 けの

副教 材  
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

 

◎事業の成果  

・延べ358人が森の案内人講座に参加し、99人を新たに森の案内人として登録しました。 

 

・指導者育成研修の受講者や講師間での活発な意見交換により、自然環境教育に関するネ

ットワークが広がりました。 

・障がい者の森林体験活動のための意識とスキルの向上を図ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

〔事業の成果〕 

 森の案内人育成研修などに参加した人数は延べ358人、うち99人が新たに県内４地区

の県民の森の「森の案内人」として登録しています。 

 

 

「自然環境学習や森に親しむ環境づくりの推進」における課題 

 木の良さや循環利用の大切さをより多くの県民に理解していただくため、幅広い年齢

層を対象とした森に親しむ環境づくりが必要とされています。 

〔課題への対応：P45(3)ア〕  
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

３ 新たな森づくりの推進体制の整備【H19～ H27 事業費  216,386 千円】   

 

県民各層の代表者で構成する第三者機関として「やまがた緑県民会議」を設置し、やまが

た緑環境税の使途や施策効果の検証などを行うとともに、啓発行事の開催やテレビ・新聞な

どの広報媒体を活用して県民参加の森づくりを県民に広く普及啓発し、県民参加の森づくり

に対する意識の醸成を図りました。 

また、県民による森づくり活動等を側面からサポートする「やまがた公益の森づくり支援

センター」を中心に、ボランティア団体等の森づくり活動を支えました。 

 

(1) 推進体制の整備【H19～ H27 事業費   97,201 千円】 

ア  やまがた緑県民会議【H19～ H27 事業費    8,753 千円】  

やまがた緑環境税を活用する施策を適正かつ効果的に進めるため、外部委員による第

三者機関として設置（H19.5）し、緑環境税充当事業の効果の評価、検証、施策等の制度・

仕組みの点検、見直しに関する協議、公募事業の採択の可否についての意見の具申等を

行ないました。 

 

◇主な取組みと実績 

・毎年３～４回開催し、やまがた緑環境税を活用する施策が適正かつ効果的に進めら

れているか検証しました。  

 

 

 

 

 

 

◎事業の成果 

・やまがた緑県民会議による税事業の評価・検証により、透明性の高い事業執行がなさ

れています。 

 

 

イ  森づくりサポート体制推進事業【H19～ H27 事業費  88,448 千円】 

県民参加の森づくり活動を支援するため、森づくり活動への指導者派遣や森づくり情

報の発信など、森林ボランティア団体等を総合的にサポートしました。 

 

◇主な取組みと実績 

(ｱ) 森づくりサポート体制推進（やまがた公益の森づくり支援センター） 

・森づくりに関する情報収集、情報提供及び相談受付 

・森林ボランティア活動への支援 

・森づくり活動や森林環境学習への支援 

・地域森づくり活動報告会（H19～  ）  

・企業の森（やまがた絆の森）づくり活動の支援及び活動の普及啓発（H21～  ）  

・森づくりサポーターの育成（H24～  ）  

 

(ｲ) 森づくり支援人材育成事業（山形県森林研究研修センター） 

・森林ボランティア団体等の活動を支援するための人材を育成  

・森づくりサポーター研修終了者数は 34名 (H24～ H27) 

 

 

 

 

 

 

 

３ 新たな森づくりの推進体制の整備 

【H24～ H27 事業費 104,779千円】【H19～ H27 事業費 217,811千円】                       

県民各層の代表者で構成する第三者機関として「やまがた緑県民会議」を設置し、やまが

た緑環境税の使途や施策効果の検証などを行うとともに、啓発イベントの開催やテレビ・新

聞などの広報媒体を活用して県民参加の森づくりを県民に広く普及啓発し、県民参加の森づ

くりに対する意識の醸成を図りました。 

また、県民による森づくり活動などを側面からサポートする「やまがた公益の森づくり支

援センター」を中心に、ボランティア団体などの森づくり活動の支援を総合的に行いました。 

 

(1) やまがた緑県民会議 

【H24～ H27 事業費 3,948千円】【H19～ H27 事業費 8,403千円】  

やまがた緑環境税を活用する施策を適正かつ効果的に進めるため、外部委員による第三

者機関として設置（H19.5）し、やまがた緑環境税充当事業の効果の評価、検証、施策な

どの制度・仕組みの点検、見直しに関する協議、公募事業の採択の可否についての意見の

具申などを行いました。 

 

〔取組実績〕 

毎年３～４回開催し、やまがた緑環境税を活用する施策が適正かつ効果的に進めら

れているか検証しました。  

 

 

 

 

 

 

〔事業の成果〕 

やまがた緑県民会議によるやまがた緑環境税活用事業の評価・検証により、透明性

の高い事業執行がなされています。 

 

 

〔３－(3)に移動〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林 整備 実 施箇 所現 地 視会議 の状 況  

森林 整備 実 施箇 所現 地 視察会議 の状 況  
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

 

◎事業の成果 

・森づくり活動団体の総合的な指導・支援を行うことができています。  

・森林ボランティア団体等の活動を支援するための人材（森づくりサポーター）を、34

名育成しました。  

 

(2) 普及啓発の強化【H19～ H27 事業費 119,185  千円】 

 

ア  みどりの循環県民活動推進事業【H19～ H27 事業費   68,898 千円】 

 

県民に森づくりの大切さについての理解を深めてもらうと共に、県民みんなで支える

森づくりの気運を一層高めるため、「やまがた森の感謝祭」などの開催や普及啓発活動

を実施し、県民に「やまがた緑環境税」の趣旨や税収の使途等、制度全体の仕組みの周

知を図りました。 

更に、平成27年度から「第38回全国育樹祭」により高まった森を守り、育てていく機

運をさらに県民参加の森づくりにつなげるとともに、本県の豊かな森林資源を「森のエ

ネルギー」、「森の恵み」として暮らしに活かし、次世代に引き継ぐ「みどりの循環県民

活動」を推進しました。 

 

◇主な取組みと実績 

(ｱ) 普及啓発 

・やまがた森の感謝祭の開催（県内４箇所の総合支庁の持ち回りで年１回） 

・地域感謝祭の開催（県内４箇所の総合支庁で年１回程度） 

・森づくりリレーの実施（各団体や企業の森づくり活動をリレー旗でつなぐ活動） 

 

(ｲ) 広報・周知 

・広報番組、広報誌による広報活動  

（県のホームページ、県民のあゆみ、YBC「やまがたサンデー５」、YTS「提言の広

場」、森林やまがた、広報誌「もりしあ」、リーフレットの配布等）  

・憲章入りリサイクル鉛筆による普及啓発  

・シンボルマーク焼印入りのコースター等の間伐材製品の配布  

・やまがた緑環境税活用事業実績集の作成  

・やまがた緑環境税のパネル展示（林業まつり、やまがた環境展、県庁ロビー、各

総合支庁ロビー、公共施設、大型ショッピングセンター）  

・税を活用して作製した木製品へのやまがた緑環境税マークの焼印の押印や、税の

文字入り木製プレートの掲示  

 

(ｳ) みどりの循環県民活動の推進 

・間伐体験会、木工体験、木質バイオマスエネルギー体験会の開催  

・家庭でどんぐりの苗を育てる森のホームステイの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 普及啓発の強化 

【H24～ H27 事業費 30,258千円】【H19～ H27 事業費 98,802千円】 

ア 新たな森づくりの普及啓発 

【H24～ H27 事業費 28,623千円】【H19～ H27 事業費 68,550千円】 

県民に森づくりの大切さについての理解を深めてもらうとともに、県民みんなで支え

る森づくりの機運を一層高めるため、「やまがた森の感謝祭」などの普及啓発活動を実

施し、県民にやまがた緑環境税の趣旨や税収の使途など、制度全体の仕組みの周知を図

りました。 

さらに、平成27年度から「第38回全国育樹祭」により高まった森を守り、育てていく

機運を県民参加の森づくりにつなげるとともに、本県の豊かな森林資源を森のエネルギ

ー、森の恵みとして暮らしに活かし、次世代に引き継ぐ「みどりの循環県民活動」を推

進しました。 

 

〔取組実績〕 

○  普及啓発 

・  やまがた森の感謝祭の開催（県内４箇所の総合支庁の持ち回りで年１回） 

・   地域感謝祭の開催（県内４箇所の総合支庁で年１回程度） 

・   森づくりリレーの実施（各団体や企業の森づくり活動をリレー旗でつなぐ活動） 

 

○ 広報・周知 

・  広報番組、広報誌による広報活動  

（県のホームページ、県民のあゆみ、広報番組（やまがたサンデー５、提言の

広場）、森林やまがた、広報誌「もりしあ」、リーフレットの配布など）  

・  憲章入りリサイクル鉛筆による普及啓発  

・  シンボルマーク焼印入りのコースター等の間伐材製品の配布  

・  やまがた緑環境税活用事業実績集の作成  

・  やまがた緑環境税のパネル展示（県林業まつり、やまがた環境展、県庁ロビー、

各総合支庁ロビー、公共施設、大型ショッピングセンター）  

・  やまがた緑環境税を活用して作製した木製品へのシンボルマークの焼印の押

印や、やまがた緑環境税の文字入り木製プレートの掲示  

 

○ みどりの循環県民活動の推進 

・  間伐体験会、木工体験会及び木質バイオマスエネルギー体験会の開催  

・  家庭でどんぐりの苗を育て、森に返す森のホームステイの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

や ま が た 森 の 感 謝 祭  
や ま が た 緑 環 境 税  

木 製 プ レ ー ト の 設 置  

 

み ど り 環 境 税 広 報 誌  
「 も り し あ 」  

 

間 伐 体 験 会  森 の ホ ー ム ス テ イ  竹 の ポ ッ ト 苗  

や ま が た 森 の 感 謝 祭  
緑 環 境 税  

木 製 プ レ ー ト の 設 置  

緑 環 境 税 広 報 誌  
「 も り し あ 」  

間 伐 体 験 会  森 の ホ ー ム ス テ イ  竹 ポ ッ ト で 育 っ た ど ん ぐ り の 苗  
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

 

◎事業の成果 

・やまがた森の感謝祭や各地域の感謝祭により、多くの県民から森づくり活動を体験し

ていただき、森づくりの大切さについて実感してもらいました。  

 ・税の趣旨や活用事業を県民に対して広く普及啓発に取組んだことにより、森づくり活

動への参加者が毎年増えており、県民みんなで支える森づくりが広がっています。 

 

 

イ  水資源保全推進事業（森林の水源かん養機能の理解促進）【H26～ H27 事業費 430千円】 

水資源の保全と森林の水源かん養機能の維持の大切さについて広く県民の理解を図り、

森林整備や森づくり活動などの取組みを推進しました。 

 

◇主な取組みと実績 

・水資源や森林の水源かん養機能の重要性を普及啓発するためのパンフレットを作成し

ました。（H26）  

・水資源と森林の保全に関する「美しい水と森のフォーラム」を開催しました。（H27）  

 

 

 

 

 

 

 

 

◎事業の成果 

・水資源や森林の水源かん養機能の重要性について理解が得られました。  

 

ウ  やまがた緑環境税広報事業【H19、 H24～ H27 事業費  29,874 千円】 

 

路線バスへのラッピング広告の掲載、コンビニエンスストア店舗での広報やタウン情

報誌への広告掲載など多様な媒体を活用してやまがた緑環境税について広く県民に周知

し、やまがた緑環境税基金を活用した事業の必要性及び重要性を啓発しました。 

 

◇主な取組みと実績 

・県広報媒体（県民のあゆみ、県政テレビ「サンデー５」、ラジオ）による普及啓発 

（H19）  

・インターネットでのバナー作成（H24 4,451クリック） 

・路線バスにラッピング広告を掲載（H25 ２ヶ月間、各総合支庁管内） 

・県内のファミリーマート各店舗においてレジ液晶ポップ及び店内ＢＧＭによる広報

を実施（H26 ３週間） 

・タウン情報誌「月刊 山形ZERO 23」（10月号：14,000部発行）への広告掲出（H27）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔事業の成果〕 

・  やまがた森の感謝祭や各地域の感謝祭により、多くの県民から森づくり活動を体

験していただき、森づくりの大切さについて実感いただいています。  

・  やまがた緑環境税の趣旨や活用事業を県民に対して広く普及啓発に取り組んだこ

とにより、森づくり活動への参加者が毎年増えており、県民みんなで支える森づく

りが広がっています。 

 

イ  森林の水源かん養機能の理解促進         【H26～ H27 事業費 378千円】 

水資源の保全と森林の水源かん養機能の維持の大切さについて広く県民の理解を図

り、森林整備や森づくり活動などの取組みを推進しました。 

 

〔取組実績〕 

・  水資源や森林の水源かん養機能の重要性を普及啓発するためのパンフレットを作

成しました。（H26）  

・  水資源と森林の保全に関する「美しい水と森のフォーラム」を開催しました。（H27） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔事業の成果〕 

水資源や森林の水源かん養機能の重要性について理解が得られています。  

 

ウ  やまがた緑環境税の周知 

【H24～ H27 事業費 1,257千円】【 H19、 H24～ H27 事業費  29,874千円】 

路線バスへのラッピング広告の掲載、コンビニエンスストア店舗での広報やタウン情

報誌への広告掲載など多様な媒体を活用してやまがた緑環境税について広く県民に周知

し、やまがた緑環境税を活用した事業の必要性及び重要性を啓発しました。 

 

〔取組実績〕 

 

 

・   インターネットでのバナー作成（H24 4,451クリック） 

・   路線バスにラッピング広告を掲載（H25 ２ヶ月間、各総合支庁管内） 

・   県内のファミリーマート各店舗においてレジ液晶ポップ及び店内ＢＧＭによる広

報を実施（H26 ３週間） 

・   タウン情報誌「月刊 山形ZERO 23」（ 10月号：14,000部発行）への広告掲出（H27） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線 バス の ラッ ピン グ

美し い森 と 水の フォ ー ラム 開催  やま がた 環 境 展 2015 で のパ ネル 展 示  

「月 刊山 形 ZERO23」へ の広 告掲 出  路線 バス の ラッ ピン グ

美し い森 と 水の フォ ー ラム 開催  やま がた 環 境 展 2015 で のパ ネル 展 示  

「月 刊山 形 ZERO23」へ の広 告掲 出  
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

 

◎事業の成果 

・森づくり活動参加者数や活動団体数が増加しており、県民みんなで支える森づくりの

着実な推進に寄与しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔事業の成果〕 

 森づくり活動参加者数や森づくり活動団体数が増加しており、県民みんなで支える

森づくりの着実な推進に寄与しています。 

 

 

「普及啓発の強化」における課題 

・  森林をすべての県民で守り、育てる意識を醸成していく必要があります。 

・   地域の森林資源を身近なところに利用する取組みなどを通した、森林に対する理解

を高める取組みが必要となっています。  

・   やまがた緑環境税の認知度は前回検討時に比べて低下しており、認知度の向上が課

題となっています。                 〔課題への対応：P45(3)イ〕 
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

(3) 森づくりサポート体制の構築 

【H24～ H27 事業費 50,590千円】【H19～ H27 事業費 88,176千円】 

県民参加の森づくり活動を支援するため、森づくり活動への指導者派遣や森づくり情報

の発信など、森づくり活動団体などを総合的にサポートしました。 

 

〔取組実績〕 

○  森づくりサポート体制の整備（やまがた公益の森づくり支援センター）  

・   森づくりに関する情報収集、情報提供及び相談受付 

・   森づくり活動への支援 

・   森づくり活動や森林環境学習への支援 

・   地域森づくり活動報告会の開催（H19～） 

・   やまがた絆の森（企業による森づくり活動）の支援及び活動の普及啓発（H21～） 

 

○ 森づくりサポーターの育成（山形県森林研究研修センター） 

・  森づくり活動団体などの活動を支援するための人材を育成  

森づくりサポーター登録数：34名  

 

〔事業の成果〕 

 地域住民やＮＰＯ、各種団体などの森づくり活動の活性化に寄与しています。  

 

 

 

「森づくりサポート体制の構築」における課題 

 森づくり活動のサポート体制の充実を図るため、地域の指導的団体間のネットワ

ークの構築や多様なニーズに対応できる指導者の育成、確保が必要となっています。 

〔課題への対応：P44(2)ア (ｲ)〕  
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

Ⅴ やまがた緑環境税についての県民の意識 

県民のやまがた緑環境税の制度全般に対する意識を把握するため、平成27年５月から12月

にかけて、県が毎年県内の満20歳以上の男女3,000人を対象に実施している「県政アンケート

調査」（以下「県政」という。）、県林業まつりや、やまがた環境展等のイベント参加者や市町

村窓口等で個人向けに行ったアンケート（以下「個人」という。）、県内の法人を対象とした

アンケート（以下「法人」という。）を行いました。また、税活用事業の課題と今後の展開方

向に対する税活用事業者の意識を把握するため、税活用事業の要となる荒廃森林緊急整備事

業及び森林資源再生事業については森林所有者（以下「森林所有者」及び「組合」という。）、

県民みんなで支える森・みどり環境公募事業（以下「公募事業」という。）については活動実

施団体（以下「団体」という。）、みどり環境交付金事業（以下「交付金事業」という。）につ

いては県内全市町村（以下「市町村」という。）を対象にアンケート調査を行いました。 

 

更に、市町村や県民の生の声を幅広く直接お聞きするため、一般県民との意見交換（以下

「森づくり意見交換」という。）、県内各総合支庁で市町村担当課長との意見交換（以下「市

町村担当課長会議」という。）、県内全森林組合との意見交換（以下「組合意見交換」という。）

を行いました。 

調査の概要 

方法 種類 調査期間 対象者 
回答数及び参加数 

（回収率） 

ア
ン
ケ
ー

ト 

県政 ５ /29～ ６ /15 県 内 在 住 20歳 以 上 の 人  1,773名（ 59.1％ ）  

個人 ９ /15～ 12/６  県 内 在 住 20歳 以 上 の 人  2,893名  

法人 ８ /12～ 11/20 県 内 地 域 法 人 会 会 員  640社  

森林所有者 ８ /18～ ９ /10 森 林 の 所 有 者  1,095名（ 73.0％ ）  

団体 10/９ ～ 11/13 公 募 事 業 実 施 団 体  105団 体（ 100％）  

市町村 10/９ ～ 11/13 県 内 全 市 町 村  35市町村 （ 100％ ）  

意
見
交
換 

森づくり意見交換 11/18～ 11/26 県 内 全 市 町 村  35市町村  

市町村担当課長会議 11/18～ 11/26 県 民  231名  

組合意見交換 ７ /30～ ８ /12 県 内 全 森 林 組 合  13組合   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ やまがた緑環境税についての県民の意識 

県民のやまがた緑環境税の制度全般に対する意識を把握するため、平成27年５月から12月

にかけて、各種アンケート調査や意見交換会を行いました。 

また、アンケート調査や意見交換会での意見などをもとに、県民各層の代表からなる「や

まがた緑県民会議」において協議いただき取りまとめた「やまがた緑環境税評価・検証につ

いて（中間取りまとめ）」について、平成28年７月に県民説明会及び市町村担当課長説明会を

開催し、県民の皆様の御意見をお聞きしました。 

 

 

 

調査等の概要 

 
方

法  
種類 実施期間 対象者 

回 答 数 及 び 参 加 数

（ 回 収 率 ）  

H27 

ア
ン
ケ
ー

ト 

県政アンケート   ※ １  ５ /29～ ６ /15 県 内 在 住 20歳 以 上 の 人  1,773名（ 59.1％ ）  

個人アンケート   ※ ２  ９ /15～ 12/６  県 内 在 住 20歳 以 上 の 人  2,893名  

法人アンケート   ※ ３  ８ /12～ 11/20 県 内 地 域 法 人 会 会 員  640社 （ 13.8％）  

森林所有者 アンケート   ※ ４  ８ /18～ ９ /10 森 林 の 所 有 者  1,095名（ 73.0％ ）  

団体アンケート   ※ ５  10/９ ～ 11/13 公 募 事 業 実 施 団 体  105団 体（ 100％）  

市町村アンケート 10/９ ～ 11/13 県 内 全 市 町 村  35市町村 （ 100％ ）  

意
見
交
換
会 

森づくり意見交換会 11/18～ 11/26 県 民  231名  

市町村担当課長会議 11/18～ 11/26 県 内 全 市 町 村  35市町村  

森林組合意見交換会 ７ /30～ ８ /12 県 内 全 森 林 組 合  13組合   

H28 

説
明
会 

県民説明会 ７ /23～ ７ /24 県 民  102人  

市町村担当課長説明会 ７ /19 県 内 全 市 町 村  33市町村  

  注）  

※１ 県政アンケート 

県民の生活と県政に対する県民ニーズ、意識などを把握し、今後の県施策の企画立案並びに

執行上の基礎資料とすることを目的に、県が毎年行っているアンケート。対象者3,000人は無

作為抽出。  

※２  個人アンケート 

県内の各種イベント、市町村窓口、ショッピングモール等で個人を対象に行ったアンケート。 

※３  法人アンケート 

県内の地域法人会会員を対象に行ったアンケート。  

※４  森林所有者アンケート 

やまがた緑環境税を活用して森林整備を行った森林所有者、森林整備を行った地区の代表者、

やまがた緑環境税を活用した森林整備を行っていない森林所有者に行ったアンケート。  

※５  団体アンケート 

やまがた緑環境税活用事業である「県民みんなで支える森・みどり環境公募事業」により森

づくり活動を行った団体へのアンケート。  
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

１ 税制度全般に対する意識 

(1) 認知度 

「負担、趣旨とも知っている」と「負担のみ知っている」を合わせると、県政では45.1％、

個人では55.8％、法人では62.0％が、やまがた緑環境税を認知していました。 

 

森づくり意見交換では、「成果をもっと見えるようにして欲しい。県民に理解される広報

活動をお願いしたい。」、市町村担当課長会議では、「認知度の現状については、市町村とし

ても反省が必要。今後積極的に普及啓発したい。」、「もっと税について理解していただき、

快く負担していただきたい。」など、認知度の向上にむけた取組みの必要性に関する意見が

出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 事業の認知度 

個人では「森や自然環境との触れ合いの機会の拡大」、「病害虫等で荒れた里山林の再生」、

「森づくりや自然環境の保全活動などの活性化」、法人では「病害虫等で荒れた里山林の再

生」、「未利用材をバイオマス燃料などとして有効利用」の認知度が、約３割と上位を占めま

した。 

  森づくり意見交換では、「良い事業をしていても、県民に伝わらなければもったいない」、

「もっと活動内容を明らかにし、賛同と参加を呼び込むべき」、「県民に知ってもらえれば、

もっと良い活用法が出てくるのでは」、市町村担当課長会議では、「目に見える場所で行われ

ている事業以外は、あまり知られていないのが実情。認知度の向上を図る必要がある。」な

ど、認知度の向上にむけた取組みの必要性に関する意見が出されました。 

回   答  

①  広 葉 樹 の 導 ⼊ に よ る 公 益 的 機 能 の ⾼ い 森 林 の 育 成  

②  森 林 の 公 益 的 機 能 を 持 続 的 に 発 揮 す る 仕 組 み を 構 築  

③  病 害 ⾍ 等 で 荒 れ た ⾥ ⼭ 林 を 再 ⽣  

④  未 利 ⽤ ⽊ 材 を 、 ⽊ 質 バ イ オ マ ス 燃 料 な ど と し て 有 効 利 ⽤  

⑤  森 や 自 然 環 境 と の 触 れ 合 い の 機 会 の 拡 大  

⑥  県 ⺠ が ⽊ と 触 れ 合 え る 機 会 を 増 や す 取 組 み  

⑦  森 づ く り や 自 然 環 境 の 保 全 活 動 な ど の 活 性 化  

⑧  「 や ま が た 絆 の 森 プ ロ ジ ェ ク ト 」 の 推 進  

⑨  ⼩ 学 ⽣ 等 を 対 象 と し た 森 林 に 親 し む た め の 講 座 な ど の 開 催  

⑩  森 林 内 の ⽣ き 物 に 関 す る 調 査  

⑪  わ か ら な い  

⑫  無 回 答  

 

 

 

 

 

１ やまがた緑環境税制度全般に関する意識 

(1) 認知度 

「負担していることも趣旨も知っていた」と「負担していることは知っていたが趣旨は

知らなかった」を合わせると、県政アンケートでは45.1％、個人アンケートでは55.8％、

法人アンケートでは62.0％が、やまがた緑環境税を認知していました。 

県政アンケートでは、男性が51.2％に対し女性が39.5％と女性の認知度が低く、年齢別

では20代が12.9％、30代が24.5％と若年層の認知度が低くなっています。 

森づくり意見交換会では、「成果をもっと見えるようにして欲しい。県民に理解される

広報活動をお願いしたい」、市町村担当課長会議では、「認知度の現状については、市町村

としても反省が必要。今後積極的に普及啓発したい」、「県民にもっとやまがた緑環境税に

ついて理解していただき、快く負担していただきたい」など、認知度の向上に向けた取組

みの必要性に関する意見が出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 事業の認知度 

個人アンケートでは「森や自然環境との触れ合いの機会の拡大」、「病害虫等で荒れた里

山林を再生」、「森づくりや自然環境の保全活動などの活性化」、法人では「病害虫等で荒

れた里山林を再生」、「未利用木材を、木質バイオマス燃料などとして有効利用」の認知度

が、約３割と上位を占めました。 

森づくり意見交換会では、「良い事業をしていても、県民に伝わらなければもったいな

い」、「もっと活動内容を明らかにし、賛同と参加を呼び込むべき」、「県民に知ってもらえ

れば、もっと良い活用法が出てくるのでは」、市町村担当課長会議では、「目に見える場所

で行われている事業以外は、あまり知られていないのが実情。認知度の向上を図る必要が

ある」など、認知度の向上に向けた取組みの必要性に関する意見が出されました。 

回   答  

①  広 葉 樹 の 導 ⼊ に よ る 公 益 的 機 能 の ⾼ い 森 林 の 育 成  

②  森 林 の 公 益 的 機 能 を 持 続 的 に 発 揮 す る 仕 組 み を 構 築  

③  病 害 ⾍ 等 で 荒 れ た ⾥ ⼭ 林 を 再 ⽣  

④  未 利 ⽤ ⽊ 材 を 、 ⽊ 質 バ イ オ マ ス 燃 料 な ど と し て 有 効 利 ⽤  

⑤  森 や 自 然 環 境 と の 触 れ 合 い の 機 会 の 拡 大  

⑥  県 ⺠ が ⽊ と 触 れ 合 え る 機 会 を 増 や す 取 組 み  

⑦  森 づ く り や 自 然 環 境 の 保 全 活 動 な ど の 活 性 化  

⑧  「 や ま が た 絆 の 森 プ ロ ジ ェ ク ト 」 の 推 進  

⑨  ⼩ 学 ⽣ 等 を 対 象 と し た 森 林 に 親 し む た め の 講 座 な ど の 開 催  

⑩  森 林 内 の ⽣ き 物 に 関 す る 調 査  

⑪  わ か ら な い  

⑫  無 回 答  

 

 

 

 

44.7%

17.3%

37.7%

0.3%

・身近な取組みに対する認知度が比較的高い。 

・県民、法人の約４割から、事業の使い道が認知されていない。 

 

個 人  法 人  

・県民の半数、法人の約４割が、やまがた緑環境税を認知していない。 

県 政  個 法 人  

負担していることも趣旨も
知っていた
負担していることは知っていた
が趣旨は知らなかった
負担していることも趣旨も知
らなかった
無回答

24.4%

19.2%

31.7%

27.3%

21.7%

13.9%

20.3%

15.5%

15.3%

7.0%

41.6%

6.9%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

0% 20% 40% 60%

24.7%

17.2%

27.0%

25.6%

27.2%

16.0%

26.6%

19.1%

20.1%

13.9%

37.5%

4.8%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

0% 10% 20% 30% 40%

44.7%

17.3%

37.7%

0.3%
36.1%

19.7%

43.6%

0.7%
24.5%

20.6%
52.8%

2.0%

・ 身近な取組みに対する認知度が比較的高い。 

・  個人、法人の約４割が、やまがた緑環境税がどのような事業に活用されてい

るのか認知していない。  

個 人 ア ン ケ ー ト  法 人 ア ン ケ ー ト  

・ 県民の半数、法人の約４割が、やまがた緑環境税を認知していない。 

県 政 ア ン ケ ー ト  法 人 ア ン ケ ー ト  

負担していることも趣旨も
知っていた
負担していることは知っていた
が趣旨は知らなかった
負担していることも趣旨も知
らなかった
無回答

24.4%

19.2%

31.7%

27.3%

21.7%

13.9%

20.3%

15.5%

15.3%

7.0%

41.6%

6.9%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

0% 20% 40% 60%

24.7%

17.2%

27.0%

25.6%

27.2%

16.0%

26.6%

19.1%

20.1%

13.9%

37.5%

4.8%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

0% 10% 20% 30% 40%

36.1%

19.7%

43.6%

0.7%
24.5%

20.6%
52.8%

2.0%

個 人 ア ン ケ ー ト  
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

 

(3) 取組みの評価 

「賛成」と「どちらかといえば賛成」を合わせると、個人では82.3％、法人では79.4％

が、これまでの税活用事業の取組みを評価していました。 

   森づくり意見交換では、「これまでの使い道は妥当」、市町村担当課長会議では、「荒廃

森林の整備や県民の森づくり参加を推進していることは評価できる」、などの意見が出さ

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 税の継続 

「賛成」と「どちらかといえば賛成」を合わせると、個人では75.5％、法人では76.8％

が、税の継続について賛成とのお考えでした。 

森づくり意見交換では「大きな効果がある。将来に向けた取組みを進めて欲しい。自然

に税を使うのは賛成。」、市町村担当課長会議では、「税創設時の背景、目的、課題は今も変

わっていない。必要性はまだあり、ぜひ継続を。」、「森林・林業は長いスパンで考えていく

必要がある。これまで同様10年単位の計画が必要。」などの意見が出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 取組みの評価 

「賛成」と「どちらかといえば賛成」を合わせると、個人アンケートでは82.3％、法人

アンケートでは79.4％が、これまでのやまがた緑環境税活用事業の取組みを評価していま

した。 

森づくり意見交換会では、「これまでの使い道は妥当」、市町村担当課長会議では、「荒

廃森林の整備や県民の森づくり参加を推進していることは評価できる」などの意見が出さ

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 税の継続 

「賛成」と「どちらかといえば賛成」を合わせると、個人アンケートでは75.5％、法人

アンケートでは76.8％が、やまがた緑環境税の継続について賛成となりました。 

森づくり意見交換会では「大きな効果がある。将来に向けた取組みを進めて欲しい。自

然環境にやまがた緑環境税を使うのは賛成」、市町村担当課長会議では、「やまがた緑環境

税創設時の背景、目的、課題は今も変わっていない。必要性はまだあり、ぜひ継続を」、

「森林・林業は長いスパンで考えていく必要がある。これまで同様10年単位の計画が必要」

などの意見が出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・約８割の県民、法人がこれまでの事業内容に賛成している。  

個 人  法 人  

・約８割の県民・法人が、やまがた緑環境税の継続に賛成している。 

・荒廃森林の整備は計画的に進んでいるが、未だ多くの荒廃森林があ

り、引続き計画的な整備を進める必要がある。  

個 人  法 人  

56.7%25.6%

8.1%
0.6%
0.6%

7.3% 1.1%

48.1%31.3%

9.8%

1.7%

1.6%
6.9% 0.6%

賛成

どちらかといえば賛成

どちらともいえない

どちらかといえば反対

反対

わからない

無回答

49.6%
25.9%

9.4%

0.9%
1.0%

6.8%

6.5%

47.7%29.1%

12.7%

2.7%
2.5%

5.0%
0.5%

賛成

どちらかといえば賛成

どちらともいえない

どちらかといえば反対

反対

わからない

無回答

・ 約８割の個人、法人がこれまでの事業内容に賛成している。  

個 人 ア ン ケ ー ト  法 人 ア ン ケ ー ト  

・ 約８割の個人、法人が、やまがた緑環境税の継続に賛成している。 

・  荒廃森林の整備は計画的に進んでいるが、未だ多くの荒廃森林が

あり、引続き計画的な整備を進める必要がある。  

個 人 ア ン ケ ー ト  法 人 ア ン ケ ー ト  

56.7%25.6%

8.1%
0.6%
0.6%

7.3% 1.1%

48.1%31.3%

9.8%

1.7%

1.6%
6.9% 0.6%

賛成

どちらかといえば賛成

どちらともいえない

どちらかといえば反対

反対

わからない

無回答

49.6%
25.9%

9.4%

0.9%

1.0%

6.8%

6.5%

47.7%29.1%

12.7%

2.7%
2.5%

5.0%
0.5%

賛成

どちらかといえば賛成

どちらともいえない

どちらかといえば反対

反対

わからない

無回答
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

 

 (5) 税額  

個人では57.1％、法人では47.2％が、現在の税額は適当とのお考えでした。 

森づくり意見交換では、「もっと整備が必要。増税を検討してみてはどうか。」、市町村担

当課長会議では、「消費税増税も控えている。増税は難しいのでは。」、などの意見が出され

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 森づくりに重要な取組み 

県政では、「管理放棄した森林所有者に代わって管理を行う仕組み作り」や「荒廃森林を

環境保全機能の高い森林へ再生する取組み」と回答した人が約５割と最も多い結果でした。 
（ ※ 複 数 設 問 の た め 、 合 計 は 100%を 超 え る ）   

 

 

 

 

 (7) 期待する森林の働き 

個人と法人では、「災害を防止する働き」（個人：58.3％、法人：68.4％）、「地球温暖化

防止の働き」（個人：39.9％、法人：52.7％）、「水資源を蓄える働き」（個人：33.1％、法

人：52.2％）が上位３つを占めました。 

市町村担当課長会議では、「近年の自然災害等を考えると、山地災害の防止や治水能力の

向上にも力を入れて欲しい」、森づくり意見交換会では、「大雨などの被害もあるので、山

崩れや洪水などの災害防止に力を入れて欲しい」、「幼児から青年まで、一貫した森林環境

教育が必要である」などの意見が出されました。 
（ ※ 複 数 選 択 設 問 の た め 、 合 計 は 100％ を 超 え る ）  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) やまがた緑環境税額 

個人アンケートでは57.1％、法人アンケートでは47.2％が、現在の税額は適当であると

回答しています。 

森づくり意見交換会では、「もっと整備が必要。増税を検討してみてはどうか」、市町村

担当課長会議では、「消費税率10％への引上げも控えている。増税は難しいのでは」など

の意見が出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 森づくりに重要な取組み 

県政アンケートでは、「管理放棄した森林所有者に代わって管理を行う仕組みづくり」

や「荒廃森林を環境保全機能の高い森林へ再生する取組み」と回答した人が約５割と最も

多い結果でした。 

  

 

 

 

(7) 期待する森林の働き 

個人アンケートと法人アンケートでは、「災害を防止する働き」（個人：58.3％、法人：

68.4％）、「地球温暖化防止に貢献する働き」（個人：39.9％、法人：52.7％）、「水資源を

蓄える働き」（個人：33.1％、法人：52.2％）が上位３つを占めました。 

森づくり意見交換会では、「大雨などの被害もあるので、山崩れや洪水などの災害防止

に力を入れて欲しい」、市町村担当課長会議では、「近年の自然災害等を考えると、山地災

害の防止や治水能力の向上にも力を入れて欲しい」などの意見が出されました。 
 

（ ※ 複 数 選 択 設 問 の た め 、 合 計 は 100％ を 超 え る ）  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・県民の約６割、法人の約７割が森林の災害防止機能に最も期待している。 

・森の幼稚園の取組みや高校生の森林体験学習など、幅広い年齢層を対象と

した森林環境教育の推進体制が必要である。  

・県民の約半数が、荒廃森林の整備を重要な使い道として認識している。 

・約半数の県民、法人が現在の税額に賛成している。 

・現在の税額を高いと感じている県民、法人は約１割と少ない。 

個 人  法 人  

57.1%

9.0%

5.1%

21.8%

7.1%

47.2%

10.3%

2.3%

38.9%
1.3%

適正

高い

安い

わからない

無回答

・ 個人の約６割、法人の約７割が森林の災害防止機能に最も期待し

ている。 

・  県民の約半数が、荒廃森林の整備を重要な使い道として認識して

いる。 

・  約半数の個人、法人が現在の税額に賛成している。 

・  現在の税額を高いと感じている個人、法人は約１割と少ない。  

個 人 ア ン ケ ー ト  法 人 ア ン ケ ー ト

57.1%

9.0%

5.1%

21.8%

7.1%

適正

高い

安い

わからない

無回答
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

(8) 参加したい活動 

県政では、「森林に親しみその働きを学びたい」（33.3％）、「県産木材の活用に協力した

い」（27.5%）、個人と法人では「森林浴による心身の気分転換」（個人：45.1％、法人：43.6％）、

「県産木材資源の活用」（個人：29.9％、法人：35.5％）が上位を占めました。 

森づくり意見交換会では、「街中の人でも、気軽に森に親しめる環境づくりをお願いした

い」などの意見が出されました。        
（ ※ 県 政 と 個 人 ・ 法 人 の 選 択 肢 は 異 な る ）    

 

 

 

 

 

 

２ 主な税活用事業に対する意識 

(1) 荒廃のおそれのある森林の整備について 

ア  荒廃森林緊急整備事業及び森林資源再生事業  

 

(ｱ) 森林所有者アンケート 

荒廃森林緊急整備事業を実施した森林所有者1,500名、同事業で森林整備を実施した

地区の代表者71名及び同事業を行ったことがない森林所有者500名、計2,071名に対しア

ンケート調査を実施し、1,095名から回答を得ました。なお、回答者のうち８割以上が

60歳以上でした。 

荒廃森林緊急整備事業を実施した森林所有者に事業の満足度を聞いたところ、「とて

も満足している」、「満足している」が74.5％と大半を占めたのに対して、「やや不満」、

「不満」は9.6％と少ない結果でした。不満の理由としては、「伐採木が放置された」が

48.9％と最も多い意見でした。 

また、事業実施後、山に対する意識が変わったか聞いたところ、森林所有者の40.9％

が「森林整備の必要性について関心が高まった」、23.8％が「森林の公益的機能に対す

る関心が高まった」と回答しました。 

森林所有者全員にやまがた緑環境税を活用した森林整備の継続について聞いたとこ

ろ、「ぜひ継続すべき」、「内容を見直し継続すべき」が84.2％と大半を占めました。そ

して、継続されることになった場合に望むことへの問に関しては、「森林整備の拡充」

が54.2％、「木材利用」が51.1％、「境界明確化」が33.1％、「景観保全」が31.6％でし

た。 

以上の結果から、やまがた緑環境税を活用した森林整備の継続を望む森林所有者が多

く、さらに現行の森林整備に加え、木材利用、境界明確化、景観保全を望んでいること

がうかがえます。 

 

(ｲ) 森林組合意見交換 

県内の森林組合（13組合）を対象に、聞き取り調査を実施しました。 

聞き取り調査の結果、10組合から「税事業の実施により森林が良くなった（整備が進

んだ）との回答があった反面、７組合から荒廃の恐れがある森林がまだ残されている（増

加している）」、「森林整備後、再び病虫害被害を受けた」との回答がありました。 

県と森林所有者で締結する協定に関して７組合から「協定期間（20年）が長いため短

縮する必要がある」、４組合から「再造林や林地以外への転用禁止など条件付きで協定

期間を短縮しても良いのでは」などの意見が出されました。 

平成27年度から新たに実施した森林資源再生事業については、９組合から「再造林を

増やしていくためには、植栽への支援だけではなく、その後の保育作業（下刈り等）ま

で支援しないと難しいのではないか」との意見も出されました。 

以上の結果から、荒廃の恐れがある森林が解消されている一方で、新たに荒廃の恐れ

(8) 参加したい活動 

県政アンケートでは、「森林に親しみその働きを学びたい」（33.3％）、「県産木材の活用

に協力したい」（27.5%）、個人アンケートと法人アンケートでは「森林浴による心身の気

分転換」（個人：45.1％、法人：43.6％）、「県産木材資源の活用」（個人：29.9％、法人：

35.5％）が上位を占めました。 
       （ ※ 県 政 ア ン ケ ー ト と 個 人 ・ 法 人 ア ン ケ ー ト の 選 択 肢 は 異 な る ）    

 

 

 

 

 

 

 

２ 主な税活用事業に対する意識 

(1) 荒廃のおそれのある森林の整備について 

ア  荒廃森林緊急整備事業及び森林資源再生事業  

(ｱ) 森林所有者アンケート 

荒廃森林緊急整備事業を実施した森林所有者1,500名、同事業で森林整備を実施し

た地区の代表者71名及び同事業を行ったことがない森林所有者500名、計2,071名に対

しアンケート調査を実施し、1,095名から回答を得ました。なお、回答者のうち８割

以上が60歳以上でした。 

荒廃森林緊急整備事業を実施した森林所有者に事業の満足度を聞いたところ、「と

ても満足している」、「満足している」が74.5％と大半を占めたのに対して、「やや不

満」、「不満」は9.6％と少ない結果でした。不満の理由としては、「伐採木が放置され

た」が48.9％と最も多い意見でした。 

また、事業実施後、山に対する意識が変わったか聞いたところ、森林所有者の40.9％

が「森林整備の必要性について関心が高まった」、23.8％が「森林の公益的機能に対

する関心が高まった」と回答しました。 

森林所有者全員にやまがた緑環境税を活用した森林整備の継続について聞いたと

ころ、「ぜひ継続すべき」、「内容を見直し継続すべき」が84.2％と大半を占めました。

そして、継続されることになった場合に望むことへの問に関しては、「森林整備の拡

充」が54.2％、「木材利用」が51.1％、「境界明確化」が33.1％、「景観保全」が31.6％

でした。 

以上の結果から、やまがた緑環境税を活用した森林整備の継続を望む森林所有者が

多く、さらに現行の森林整備に加え、木材利用、境界明確化、景観保全を望んでいる

ことがうかがえます。 

 

 

(ｲ) 森林組合意見交換会 

県内の森林組合（13組合）を対象に、聞き取り調査を実施しました。 

聞き取り調査の結果、10組合から「やまがた緑環境税事業の実施により森林が良く

なった（整備が進んだ）との回答があった反面、７組合から荒廃の恐れがある森林が

まだ残されている（増加している）」、「森林整備後、再び病虫害被害を受けた」との

回答がありました。 

荒廃森林緊急整備事業を実施する場合に、県と森林所有者で締結する協定におい

て、協定期間内（20年間）における森林の皆伐や林地の他の用途への転用の禁止が定

められていますが、７組合から「協定期間（20年）が長いため短縮する必要がある」、

４組合から「再造林や林地以外への転用禁止など条件付きで協定期間を短縮しても良

いのでは」などの意見が出されました。 

平成27年度から新たに実施した森林資源再生事業については、９組合から「再造林

・県民の約５割弱が森林浴による心身の気分転換を図りたい、約３割が森林に親

しみその働きを学びたい、県産木材を活用したいと考えている。 

・法人の約４割が森林浴による心身の気分転換を図りたい、県産木材を活用した

いと考えている。 

・  県民の約５割弱が「森林浴による心身の気分転換を図りたい」、

約３割が「森林に親しみその働きを学びたい」、「県産木材を活用し

たい」と考えている。 

・ 法人の約４割が「森林浴による心身の気分転換を図りたい」、「県

産木材を活用したい」と考えている。 
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

がある森林も見受けられるという意見や、森林整備後に再び病虫害被害を受けていると

の意見もあり、整備手法や複数回の整備実施などの検討が望まれていることがうかがえ

ました。 

 

 

 

 

(2) 県民参加の森づくりについて 

ア  公募事業  

(ｱ)森づくり意見交換 

 ・「公募事業の実施により森に関心を持つ方が増えてきていると感じるのでこのまま事

業を継続して欲しい」など、公募事業を今後も継続して欲しいという意見が複数寄せ

られました。 

(ｲ)市町村担当課長会議 

 ・「公募事業による森づくり活動は地域興しの一端を担っており今後も継続して欲しい」

など、公募事業を今後も継続して欲しいという意見が多数寄せられました。 

(ｳ) 団体アンケート 

・公募事業の成果に関する問には、「子どもたちへの森林環境教育の充実化」と答えた

団体が73.3％と最も高く、次いで「森林に関する地域活動の活性化」（66.7％）、「森づ

くり活動による地域間交流の拡大」（56.2％）となりました。 

・公募事業の今後については、「現状のままで維持」と「一部修正して維持」を合わせ

ると、97.1％の団体が公募事業の継続を望んでおり、支援期間については「10年以上」

と答えた団体が51.4%と最も多い結果でした。また、92.4％の団体が「活動に必要な経

費」への支援を希望しており、18.1％の団体が「自己負担が伴うなら、現在公募事業で

行っている森づくり活動を止める」と答えています。 

・市町村との連携については、86.7％の団体が望んでいると答えています。 

イ 交付金事業 

(ｱ) 市町村アンケート 

・交付金事業の成果に関する問には、「子どもたちへの森林環境教育の充実化」を挙げ

た市町村が80.0％と最も高く、次いで「森林に関する地域活動の活性化」（71.4％）、 

「県産材の利活用、普及啓発」（62.9％）となりました。 

・交付金事業の今後については、「現状のままで維持」と「一部修正して維持」を合わ

せると、県内全ての市町村が交付金事業の継続を望んでいますが、基本配分枠の額につ

いては31.4％、特別配分枠については34.3％の市町村が、現在の額に満足していな い

と答えています。 

・公募団体との連携については、71.4％の市町村が望んでいると答えています。 

 

 

を増やしていくためには、植栽への支援だけではなく、その後の保育作業（下刈り等）

まで支援しないと難しいのではないか」との意見も出されました。 

以上の結果から、荒廃の恐れがある森林が解消されている一方で、新たに荒廃の恐

れがある森林も見受けられるという意見や、森林整備後に再び病虫害被害を受けてい

るとの意見もあり、整備手法や複数回の整備実施などの検討が望まれていることがう

かがえました。 

 

(2) 県民参加の森づくりについて 

ア  公募事業  

(ｱ) 森づくり意見交換会 

 ・ 「公募事業の実施により森に関心を持つ方が増えてきていると感じるのでこのま

ま事業を継続して欲しい」など、公募事業を今後も継続して欲しいという意見が複

数寄せられました。 

(ｲ) 市町村担当課長会議 

・ 「公募事業による森づくり活動は地域興しの一端を担っており今後も継続して欲

しい」など、公募事業を今後も継続して欲しいという意見が多数寄せられました。 

(ｳ) 団体アンケート 

・ 公募事業の成果に関する問には、「子どもたちへの森林環境教育の充実化」と答

えた団体が73.3％と最も高く、次いで「森林に関する地域活動の活性化」（66.7％）、

「森づくり活動による地域間交流の拡大」（56.2％）となりました。 

・  公募事業の今後については、「現状のままで維持」と「一部修正して維持」を合

わせると、97.1％の団体が公募事業の継続を望んでおり、支援期間については「10

年以上」と答えた団体が51.4%と最も多い結果でした。また、92.4％の団体が「活

動に必要な経費」への支援を希望しており、18.1％の団体が「自己負担が伴うなら、

現在公募事業で行っている森づくり活動を止める」と答えています。 

・  市町村との連携については、86.7％の団体が望んでいると答えています。 

イ 交付金事業 

(ｱ) 市町村アンケート 

・ 交付金事業の成果に関する問には、「子どもたちへの森林環境教育の充実化」を

挙 げ た 市 町 村 が 80.0％ と 最 も 高 く 、 次 い で 「 森 林 に 関 す る 地 域 活 動 の 活 性 化 」

（71.4％）、「県産材の利活用、普及啓発」（62.9％）となりました。 

・  交付金事業の今後については、「現状のままで維持」と「一部修正して維持」を

合わせると、県内全ての市町村が交付金事業の継続を望んでいますが、基本配分枠

の額については31.4％、特別配分枠については34.3％の市町村が、現在の額に満足

していな いと答えています。 

・  公募団体との連携については、71.4％の市町村が望んでいると答えています。 

 

３ 「やまがた緑環境税の評価・検証について（中間取りまとめ）」に対する意見 

(1) やまがた緑環境税に関する県民説明会 

    ７月23日と24日に開催した県民説明会では、以下のような意見が寄せられました。 

・  荒廃森林まだあるのなら、税額を1,000円から2,000円に上げたらどうか。 

・  循環利用を推進するための搬出や利用拡大、再造林の継続は必要不可欠。 

・ バイオマス発電所への材の供給について、県内一丸となって手を打っていくべき。 

・  松くい虫の被害林で、やまがた緑環境税を活用した森林整備を複数回行えるよう

にして欲しい。 

・  クマ剥ぎについて、やまがた緑環境税を活用して対処できるようにして欲しい。 

・  森づくり活動団体などが活動を継続していくために、一定の予算措置等を今後も

検討すべき。 

・  絆の森では、最初のところで経費がかかるので、手厚く支援して欲しい。 

・  森林の大切さを認識してもらうため、荒廃している森林を実際に子どもたちに見
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

せる取組みが必要。 

・ 森林環境学習については、小中学校だけでなく、高校・大学などとの連携が必要。 

・  ニホンジカやイノシシが県内で深刻な問題になりかねない。長期的な視点で考え

ることが必要。 

・  森づくり活動団体などが、実際にどういった活動を行っているのか、ＳＮＳやＨ

Ｐで公表すべき。 

 

(2) 市町村担当課長説明会 

    ７月19日に開催した市町村担当課長説明会では、以下のような意見が寄せられました。 

・  再造林後の保育への支援についても検討して欲しい。 

・  今後苗木不足が懸念されるため、苗木生産者への支援をお願いしたい。 

・  伐捨て間伐の材について有効活用するという基本的姿勢が必要。 

・ 野生動物による被害は身近な問題であり、やまがた緑環境税のＰＲも兼ねて、緩

衝林帯の整備を進めていくとより県民の理解が得られるのではないか。 

・ やまがた緑環境税を活用して、県で統一した規格の木工キットを作成してもらえ

れば、使いやすく、やまがた緑環境税のＰＲにもつながるのでは。 
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Ⅵ 見直し以降の施策展開における効果と課題及び森林を取り巻く状況 

１ 見直し以降の施策展開における効果と課題 

(1) 環境保全を重視した施策の展開 

ア  環境保全を重視した森林整備 

《効果》 

・モニタリング調査により高木性樹種や草本類の増加を確認するとともに、森林の公

益的機能の数値的評価を実施した結果、整備後の森林は目標とする状態に向かって遷

移しており、森林の公益的機能の維持増進が図られています。  

・森林所有者アンケートでは、約４割の森林所有者が森林整備の必要性について関心

が高まった、約２割強の森林所有者が森林の公益的機能に対する関心が高まったと回

答しており、森林整備の必要性や森林の公益的機能に対する森林所有者の関心が高ま

っています。  

 

《課題》 

・これまで、荒廃の恐れのある森林 132,000ha のうち県民生活に影響が大きい保全上

重要とされる森林を整備してきましたが、税事業と他事業での整備を合わせても、荒

廃の恐れのある人工林や活力が低下している里山林が依然として多く存在しており、 

この 10 年の間で新たに整備が必要となった県民生活に影響が大きい保全上重要とされ

る森林も一定量あると見込まれることから、これらの荒廃の恐れのある森林の整備が

課題となっています。 

・税事業による整備を実施した森林所有者や森林組合から、県と森林所有者間で締結

する協定の期間 20 年は長いという意見が一部寄せられています。 

 

 

 

 

  イ  環境保全に配慮した資源循環利用 

《効果》 

・これまで利用されず林地に放置されていた間伐材の利用が進んでいます。 

・低質材を搬出・利用するための取引先及び流通経路の構築が図られています。 

  

《課題》 

・木質バイオマス資源の需要拡大により、更なる間伐材や林地残材の搬出利用が必要

となっています。 

・森林所有者の経営意欲が低下している中において、森林の持つ公益的機能の早期回

復と森林資源の循環利用に向けて、主伐後の再造林等の推進が必要となっています。 

・燃料用のチップなど搬出利用の採算が合わず、有効活用されない間伐材や林地残材

があることが課題となっています。 

・ナラ枯れ被害は減少傾向にありますが、地域によっては増加傾向にあり完全収束に

は至っていないことから、ナラ枯れ被害への対応が課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 前回検討（平成 23 年度）後の森林を取り巻く状況 

（Ⅳに内容を移動） 
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

 (2) 21 世紀にふさわしい県民と森林との関わりの構築 

ア  県民参加の森づくり 

《効果》 

・森づくり活動団体アンケートでは、森づくり活動団体の約７割が、地域活動の活性化

を成果として回答しており、市町村からは森づくり団体の取組みは地域に定着し、地域

おこしの一端を担っているという意見が出されるなど、森林に関する地域活動の活性化

が図られています。 

 

《課題》 

・活動団体と活動内容の固定化が進み、これまで以上の波及効果が期待できない活動が

散見されます。 

・地域固有の課題も生じてきており、予算の柔軟な対応への要望があります。 

・やまがた絆の森プロジェクト（企業が行う森づくり活動）への参加企業が年々増加し

ていることから、効率的な支援体制が必要となっています。 

・森林を全ての県民で守り育てる意識の醸成のため、広く一般県民を対象とした森づく

り活動を、更に推進していく必要があります。 

・身近に木のある豊かな暮らしを推進するため、地域の森林資源を身近なところで有効

活用する取組みの強化が必要となっています。 

 

イ 自然環境保全対策 

《効果》 

・レッドデータブックが、県民の希少種保護への正しい理解の向上の一助となっていま

す。 

・各種調査の結果が、野生動物との共存の一助となっています。 

・約 40 年ぶりに有害捕獲の担い手である猟友会会員数の減少に歯止めがかかりました。 

 

《課題》 

・ニホンジカ等の大型野生動物の生息域拡大や個体数の増加により、森林被害や人身被

害が懸念されています。 

・森林被害を及ぼす大型野生動物、特に他県で大きな森林被害をもたらし、県内での生

息区域を徐々に拡大しつつあるニホンジカや、急激な生息域の拡大により森林被害も懸

念されるイノシシの生息状況調査等の実施を含めた管理体制の強化が求められていま

す。 

・自然環境の異変を察知するため、今後ともモニタリング調査を継続的に行って 

いく必要があります。 

 

ウ 自然環境学習や森に親しむ環境づくり 

《効果》 

・県内全小学校へのアンケート結果によれば、小学校の約７割が副教材を学校の授業や

課外活動で利用しており、小学校の森林環境学習に貢献しています。  

 

《課題》 

・森林資源の持続的活用を図っていくため、幅広い年代を対象とした森林環境教育によ

り、木の良さや循環利用の大切さを多くの方々に理解していただく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳに内容を移動） 
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

(3) 新たな森づくりの推進 

ア  推進体制の整備 

《効果》 

・地域のボランティア団体や市町村、企業等による森づくり活動への参加人数が 10 年

目の年間参加者目標人数 10 万人の達成に向けて順調に推移しており、活動団体数も増

加するなど、県民みんなで支える森づくりの着実な推進に寄与しています。 

 

《課題》 

・森づくり指導協力団体間との連携により指導体制の充実を図るため、指導的団体間の

ネットワークの構築による相互に協力し合える体制の整備や中間支援団体の育成が必

要となっています。 

・森づくり活動を更に推進して行くため、やまがた公益の森づくり支援センターを中心

として、森づくりに関する情報発信や企業等の森づくり活動や学校・社会教育における

森林環境学習、森のホームステイ等への支援、多様なニーズに対応できる人材の育成や

指導者の派遣システムの強化が必要となっています。 

 

イ 普及啓発の強化 

《効果》 

・地域のボランティア団体や市町村、企業等による森づくり活動への参加人数が 10 年

目の年間参加者目標人数 10 万人の達成に向けて順調に推移しており、活動団体数も増

加するなど、県民みんなで支える森づくりの着実な推進に寄与しています。  

 

 

 

《課題》 

・やまがた緑環境税の認知度は前回見直し時に比べて低下しており、認知度の向上が課

題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳに内容を移動） 
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中間取りまとめ 最終取りまとめ（案） 

２ 見直し以降の森林を取り巻く状況 

(1) 環境保全を重視した施策の展開  
ア 環境保全を重視した森林整備 

・農山村地域の過疎化や森林所有者の高齢化、不在村所有者の増加、木材価格の長期低迷

等による森林経営意欲の低下などにより、間伐等の森林整備の遅れや主伐後の再造林が行

われないなど、管理放棄による森林の公益的機能の低下が依然として懸念されています。 

・置賜地域では２年連続での豪雨災害となるなど、集中豪雨の多発に伴い、土砂崩壊のほか

渓流内や道路沿いの倒木等による二次被害発生が懸念されており、災害に強い森づくりや

水源林の保全に対する期待が高くなっています。 

・海面上昇による水没地域の増加や異常気象の多発による気象災害への懸念等により、 

代表的な温室効果ガスである二酸化炭素を吸収し固定する森林の地球温暖化防止機能に 

対する期待が高くなっています。 

・ナラ枯れ被害が減少傾向にある一方、庄内地域のクロマツ林を中心に松くい虫被害が拡

大傾向にあります。 

 

 

 

イ 環境保全に配慮した資源循環利用 

・大型集成材工場や木質バイオマス発電施設の稼働による木材需要の拡大が見込まれてい

ます。 

・「日本の森を再生させる有志 18 道県」で、我が国の豊かな森林資源を「森のエネルギー」、

「森の恵み」として産業振興や雇用創出に活かしていく「森林(ﾓﾘ)ノミクス」による地方

創生を政府に向けて政策提言するとともに、全国に向けて発信しています。 

 

 

(2) 21 世紀にふさわしい県民と森林との関わりの構築 

ア   県民参加の森づくり 

・森づくりの活動拠点を設定し、他地域からも広く参加者を募って協働で森づくり活動を

行うことで地域間交流を図るなど、地方創生のための計画的かつ広がりのある活動や地域

と連携して行う活動への期待があります。 

 

イ  自然環境保全対策 

・県は、生物多様性の保全と持続可能な活用に関する諸施策を総合的かつ計画的に推進す

るため「山形県生物多様性戦略」を平成26年に策定し、里山の利用保全を中心として、生

物多様性の保全に向けた施策を推進しています。 

・人の手が入ることで維持されてきた草地が放置されることにより森林に変化していくこ

となど、放置された里山での植生の変化や、園芸用の採取等により、植物の絶滅危惧種が

大幅に増加しています。 

・生態系の変化や地球温暖化の影響、狩猟者の減少等により野生動物の個体数が増加し、

農作物や造林木への被害を及ぼす他、貴重な自然環境への被害が増加しています。 

・他県で深刻な森林被害をもたらしているニホンジカ等の生息域拡大に伴い、本県森林へ

の被害発生が懸念される状況にあります。 

 

ウ  自然環境学習や森に親しむ環境づくり  

・幼児から学生までの幅広い年齢層とニ－ズに対応した森林環境教育とその指導体制充実

への要望が高くなっています。 

２ 見直し以降の森林を取り巻く状況 

１ 環境保全を重視した施策の展開 

(1) 環境保全を重視した森林整備 

・ 農山村地域の過疎化や森林所有者の高齢化、不在村森林所有者の増加、木材価格の長

期低迷など、林業経営が依然として厳しい状況にある中、間伐などの森林整備の遅れや

主伐後の再造林が行われないなど、管理放棄による森林の公益的機能の低下が依然とし

て懸念されています。 

・  置賜地域では平成25年、 26年と２年連続での豪雨災害に見舞われるなど、集中豪雨が多

発してきており、土砂崩壊のほか渓流内や道路沿いの倒木などによる二次被害発生が懸

念されており、災害に強い森づくりや水源林の保全に対する期待が高くなっています。 

・ 海面上昇による水没地域の増加や異常気象の多発による気象災害への懸念などにより、

代表的な温室効果ガスである二酸化炭素を吸収し固定する森林の地球温暖化防止機能に

対する期待が高くなっています。 

・  ナラ枯れ被害が減少傾向にある一方、庄内地域のクロマツ林を中心に松くい虫被害が

拡大傾向にあります。 

 

(2) 環境保全に配慮した資源循環利用 

・ 大型集成材工場や木質バイオマス発電施設の稼働による木材需要の拡大が見込まれて

います。 

・ 「日本の森を再生させる有志 18 道県」で、我が国の豊かな森林資源を「森のエネルギ

ー」、「森の恵み」として産業振興や雇用創出に活かしていく「森林(ﾓﾘ)ノミクス」によ

る地方創生を政府に向けて政策提言するとともに、全国に向けて発信しています。 

 

２ 21 世紀にふさわしい県民と森林との関わりの構築 

(1) 県民参加の森づくり 

・ 地域における森林の保全・再生に向けた協働活動など、地方創生に繋がる多様な地域

づくり活動が求められています。 

 

 

(2) 自然環境保全対策 

・ 人の手が入ることで維持されてきた草地が放置されることにより森林に変化していく

ことなど、放置された里山での植生の変化や、園芸用の採取などにより、植物の絶滅危

惧種が大幅に増加しています。 

・  生態系の変化や地球温暖化の影響、狩猟者の減少などによりイノシシの個体数が増加

したため、農作物や造林木特用林産物などへの被害が増加しています。 

・  他県で深刻な森林被害をもたらしているニホンジカなどの生息域拡大に伴い、本県森

林への被害発生が懸念される状況にあります。 

 

 

 

 

(3) 自然環境学習や森に親しむ環境づくり  

・  幅広い年齢層とニ－ズに対応した森林環境教育とその指導体制の充実への要望が高く

なっています。 
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中間とりまとめ 最終取りまとめ（案） 

Ⅶ やまがた緑県民会議での意見について 

やまがた緑環境税の評価・検証方法やスケジュ－ルに関するご意見をいただくとともに、こ

れまでのやまがた緑環境税の事業実績と成果及び今後の課題、県民意識調査の結果を踏まえ、

今後のやまがた緑環境税制度や活用事業のあり方について計４回にわたりご協議いただき、各

委員から以下のご意見をいただきました。 

１ 協議内容と意見 

(1)制度に関する意見 

・将来に希望を持って植林した山を、県民挙げて荒廃した森林から健全な森林に再生する

仕組みを高く評価しています。 

・県民からの税事業の継続を望む声が大きいことから、今後もやまがた緑環境税を継続す

るべきです。 

・森林を取り巻く様々な状況の変化を十分に踏まえ、柔軟に対応していくことも検討して

いくべきです。 

・税額について、高いと思っている人は約１割しかいません。税額を上げた場合、何がで

きて何が良くなるのか理解してもらえれば、増額も理解してもらえると考えます。 

 

(2)税活用事業に関する意見  

・災害に強い森づくりなど、県民の期待に応える施策を検討すべきです。 

・森林整備を認知してもらうためのエリアを設定して森林整備を行い、看板を設置してＰ

Ｒするべきです。 

・再造林の補助率アップは森林所有者にとって非常に心強い、継続して行くべきです。 

・森づくりボランティアの人たちが持続性を高める活動を行うには、補助金がぜひ必要で

す。 

・森林を身近に感じ、県民である私たちの大きな資源として守り活用していくような取組

みに今後も期待しています。 

・次の世代に森づくりをつなげるような取組みを今後も期待しています。 

・税事業実施森林について県と森林所有者間で締結する協定期間の 20 年は長いと思いま

す。今後、県内の木材需要が増加していくことを踏まえ、柔軟に対応すべきです。 

 

 

(3)税の普及啓発に関する意見 

・認知度の低い若年層や女性をターゲットに認知度向上に向けた普及啓発をさらに強化す

るべきです。 

・木工の授業に環境税マークのついた教材を提供するなどの活動など、学校教育を活用し

て認知度を上げていくことも考えるべきです。 

・５年生の副読本の作成に、緑環境税が使われているということをもっと大きく示してア

ピールするべきです。家族の目にも触れることで税のＰＲになります。 

 

 

(4)その他 

 ・５年生で、副読本を活用して森林の働きや育成について学ぶと同時に、やまがた緑環境

税の仕組みについても学び、６年生の税金の学習にも繋げていくべきです。 

・小学校で「やまがた緑環境税でやりたいことコンテスト」を行ない、その中のいくつか

を実際に環境税で実施してみることも検討すべきです。 

 

Ⅶ やまがた緑県民会議における意見 

やまがた緑環境税の評価・検証方法やスケジュ－ルに関する御意見をいただくとともに、こ

れまでのやまがた緑環境税の事業実績と成果及び今後の課題、県民意識調査の結果を踏まえ、

今後のやまがた緑環境税制度や活用事業のあり方について計５回にわたり御協議いただき、各

委員から以下の御意見をいただきました。 

１ 協議内容と意見 

(1) やまがた緑環境税制度に関する意見  

・ 将来に希望を持って植林した山を、やまがた緑環境税を活用して荒廃のおそれのある

森林を健全な森林に再生する取組みを高く評価しています。 

・  県民からのやまがた緑環境税活用事業の継続を望む声が大きいことから、今後もやま

がた緑環境税を継続するべきです。 

・  森林を取り巻く様々な状況の変化を十分に踏まえ、柔軟に対応していくことも検討し

ていくべきです。 

・  税額について、高いと思っている人は約１割しかいません。税額を上げた場合、何が

できて何が良くなるのか理解してもらえれば、増額も理解してもらえると考えます。 

 

(2) やまがた緑環境税活用事業に関する意見  

・ 災害に強い森づくりなど、県民の期待に応える施策を検討すべきです。 

・  森林整備を認知してもらうためのエリアを設定して森林整備を行い、看板を設置して

ＰＲするべきです。 

・  再造林の補助率アップは森林所有者にとって非常に心強い、継続して行くべきです。 

・  やまがた緑環境税活用事業実施森林について県と森林所有者間で締結する協定期間の

20 年は長いと思います。今後、県内の木材需要が増加していくことを踏まえ、柔軟に対

応すべきです。 

・  植栽への支援だけではなく、その後の保育作業への支援も検討していくべきです。 

・  ナラ枯れ、マツ枯れ被害がひどいところには複数回の対策を検討していくべきです。 

・  スギのクマ剥ぎ被害への対応も検討していくべきです。 

・  森づくりボランティアの人たちが持続性を高める活動を行うには、補助金がぜひ必要 

です。 

・  森林を身近に感じ、県民である私たちの大きな資源として守り活用していくような取

組みに今後も期待しています。 

・  次の世代に森づくりをつなげるような取組みを今後も期待しています。 

・  色々な団体が事業に参加できるようＰＲ方法を工夫していくべきです。 

・  高齢者の方も気軽に参加できる企画も検討していくべきです。 

・  木育は学校教育活動の幅が広がると考えます。 

・  固定した団体がずっと助成金をもらうことは、やまがた緑環境税の普及にも影響があ

ると考えます。 

・  小学校の副教材は、ほぼすべての児童に行き渡るよう学校との連携強化を検討してい

くべきです。 

・  社会情勢の変化に対応し、事業費の配分も検討していくべきです。 

 

(3) やまがた緑環境税の周知に関する意見 

・ 認知度の低い若年層や女性をターゲットに認知度向上に向けた周知をさらに強化する

べきです。 

・  認知度向上を図るため、認知度Ｎｏ.１を目指すといった意気込みも必要と考えます。 
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中間とりまとめ 最終取りまとめ（案） 

・ やまがた緑環境税の普及には、公募事業や交付金事業に取り組む団体や市町村にＰＲ

してもらうと効果的であると考えます。 

・  木工の授業にやまがた緑環境税マークのついた教材を提供する活動など、学校教育を

活用して認知度を上げていくことも考えるべきです。 

・  小学５年生の副読本の作成に、やまがた緑環境税が使われているということをもっと

大きく示してアピールするべきです。家族の目にも触れることでやまがた緑環境税のＰ

Ｒになります。 

・  ボールペンなどの普及物品の活用も効果的と考えます。 

・  税額の決定通知書にやまがた緑環境税の内容を印刷して広報することも効果的と考え

ます。 

・  広報部局、教育部局と連携してＰＲを進めるべきです。 

・  山・川・海は繋がりがあり、森からの恩恵は農業者、漁業者にも広く及ぶことをＰＲ

していくことも検討していくべきです。 

 

(4) その他 

・ 小学５年生で、副教材を活用して森林の働きや育成について学ぶと同時に、やまがた

緑環境税の仕組みについても学び、小学６年生の税金の学習にも繋げていくべきです。 

・  小学校で「やまがた緑環境税でやりたいことコンテスト」を行ない、その中のいくつ

かを実際にやまがた緑環境税で実施してみることも検討すべきです。 
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中間とりまとめ 最終取りまとめ（案） 

Ⅷ 平成２９年度以降のやまがた緑環境税制度のあり方 

１ やまがた緑環境税の必要性 

これまで、荒廃の恐れのある人工林 39,000ha や活力が低下している里山林 93,000ha のう

ち県民生活に影響が大きい保全上重要とされる森林を対象に、当初目標 11,600ha を上回る

整備を行ってきましたが、この 10 年間手入れができなかった森林や新たに整備が必要とな

った森林、治山事業では森林整備ができない保安林など、未だ荒廃の恐れのある森林が人工

林で約 3 万 ha、里山林で約 9 万 ha 残されています。 

このことから、これらの森林を対象に山地災害防止や水源かん養など森林の有する公益的

機能の維持増進を図るため、緊急性や県民生活への影響などを勘案しながら、災害に強い森

林整備や水源林の保全などを優先的、重点的に整備を行っていく必要があると考えていま

す。 

また、県民参加の森づくり活動については、県民参加の森づくり参加者数が目標の 10 万

人／年を超えることが見込まれ、森づくり活動や森林環境教育の取組みを通して、地域活動

の活性化や子どもたちの森林や自然環境の重要性に対する理解が深まるなど、森林を県民み

んなで守り育てる意識の醸成が図られてきています。 

しかしながら、その取組みはまだまだ十分とは言えず、森づくり団体や市町村からも、森

づくり活動に対する支援の継続要望が多数寄せられています。      

県民の意識調査では、県民・県内法人の約８割がやまがた緑環境税の継続に賛成しており、

また、県民の約半数が荒廃森林の整備をやまがた緑環境税の重要な使途として認識しており

ます。さらに、森林の有する県土保全等の公益的機能、特に災害防止や地球温暖化の防止、

水源かん養についての期待が高い状況にあり、これに応えることのできる森林整備が求めら

れています。 

やまがた緑環境税を活用した９年間の取り組みについては、一定の成果があったものの、

森林環境の保全を林業の生産活動だけに依存することは、税創設時と同様に困難な状況にあ

ります。 

このため、やまがた緑環境税条例に定められた「森林の有する県土の保全、水源のかん養、

自然環境の保全等の公益的機能の維持増進及び持続的な発揮に関する施策」を県民の理解と

協力の下、やまがた緑県民会議の御意見等も踏まえながら、これまでの対策を引き続き実施

していくとともに新たな課題に対する対応も加味した対策を推進していくため、平成 29 年

度以降もやまがた緑環境税の継続が必要であると考えます。 

 

２ 税額・税率 

  県内には、未だ約 12 万 ha に及ぶ多くの荒廃の恐れのある森林が残されており、できるだ

け効果的かつ短期間にその解消を進めていく必要があります。また、森林を県民みんなで守

り育てる意識の醸成も未だ十分とは言えず、森づくり活動への支援や森林の重要性に関する

普及啓発も継続していく必要があります。 

県民の意識調査によれば、現行の税額・税率への賛成意見が、個人の約６割、法人の約５

割と最も多い結果となっています。 

このことから、平成 29 年度以降の税額・税率は、現行を維持することが妥当と考えます

が、なお、今後行う所要額の試算結果なども踏まえながら、やまがた緑県民会議等で広く議

論していただく必要があると考えます。 

 

 

 

Ⅷ 平成29年度以降のやまがた緑環境税制度のあり方 

１ やまがた緑環境税の必要性 

これまで、荒廃のおそれのある人工林39,000haや活力が低下している里山林93,000haのう

ち県民生活に影響が大きい保全上重要とされる森林を対象に、当初目標11,600haを上回る整

備を行ってきましたが、この10年間手入れができなかった森林や新たに整備が必要となった

森林、治山事業では森林整備ができない保安林など、未だ荒廃のおそれのある森林が人工林

で約３万ha、里山林で約９万ha残されています。 

このことから、これらの森林を対象に山地災害防止や水源かん養など森林の有する公益的

機能の維持増進を図るため、緊急性や県民生活への影響などを勘案しながら、災害に強い森

林整備や水源林の保全などを優先的、重点的に進めていくことが必要となっています。 

また、県民参加の森づくり活動については、県民参加の森づくり活動参加者数が目標の年

間10万人を超えることが見込まれ、森づくり活動や森林環境学習の取組みを通して、地域活

動の活性化や子どもたちの森林や自然環境の重要性に対する理解が深まるなど、森林を県民

みんなで守り育てる意識の醸成が図られてきています。 

しかしながら、その取組みはまだまだ十分とは言えず、森づくり活動団体や市町村からも、

活動に対する支援の継続要望が多数寄せられています。      

県民の意識調査では、個人・法人の約８割がやまがた緑環境税の継続に賛成しており、ま

た、個人の約半数が荒廃森林の整備をやまがた緑環境税の重要な使途として認識していま

す。さらに、森林の有する公益的機能のうち、災害防止や地球温暖化の防止、水源かん養に

ついての期待が高い状況にあり、これに応えることのできる森林整備が求められています。 

やまがた緑環境税を活用した９年間の取組みについては、一定の成果があったものの、森

林環境の保全を林業の生産活動だけに依存することは、やまがた緑環境税創設時と同様に現

在も困難な状況にあります。 

このため、やまがた緑環境税条例に定められた「森林の有する県土の保全、水源のかん養、

自然環境の保全等の公益的機能の維持増進及び持続的な発揮に関する施策」を県民の皆様の

御理解と御協力のもと、やまがた緑県民会議の御意見なども踏まえながら、これまでの対策

を引き続き実施していくとともに、新たな課題や県民の皆様の御要望などに対応する施策を

推進していくため、平成29年度以降もやまがた緑環境税を継続していくことが必要と考えま

す。 

 

２ 税額・税率 

  県内には、未だ約12万 haに及ぶ多くの荒廃のおそれのある森林が残されており、できるだ

け効果的かつ短期間にその解消を進めていく必要があります。また、森林を県民みんなで守

り育てる意識の醸成も未だ十分とは言えず、森づくり活動への支援や森林の重要性に関する

普及啓発も継続していく必要があります。 

県民の意識調査によれば、現行の税額・税率への賛成が、個人の約６割、法人の約５割、

高いと感じている方は個人・法人ともに約１割程度となっており、現在の税負担が概ね県民

や法人に受け入れられています。 

このことから、平成 29 年度以降の税額・税率は、現行どおりの税額・税率を維持するこ

とが妥当と考えます。 
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中間とりまとめ 最終取りまとめ（案） 

Ⅸ やまがた緑環境税活用施策の今後のあり方 

１ 施策の展開に関する基本方向 

やまがた緑環境税の目的である「森林の有する県土の保全、水源のかん養、自然環境の保

全等の公益的機能の維持増進及び持続的な発揮に関する施策」の展開に当たっては、荒廃の

恐れのある森林を整備するとともに森林を県民みんなで守り育てる意識の醸成を図ってい

く必要があることから、以下の３つの施策を柱に、県民一人ひとりが森づくりの重要性と果

たすべき役割について改めて認識し、施策を展開していく必要があると考えています。 

(1)環境保全を重視した施策の展開 

管理放棄された森林を公的整備によって環境保全機能の高い森林に誘導するとともに、

環境に配慮した持続可能な森林管理や適切な森林管理につながる森林資源の利用を促進

し、森林の環境保全機能の持続的な発揮を図る。 

(2)県民みんなで支える森づくりの推進 

計画的かつ広がりのある地域と連携して行う活動への支援や県民みんなで支える森づく

りへの支援体制を強化するとともに、森林生態系の保全や野生動物との共存など自然環境

保全対策を推進する。 

(3)森に親しむ環境づくりの推進 

森に親しむための森林・自然環境学習や、暮らしの中に木を使う活動を推進するととも

に、普及啓発の強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施策の展開方向  

(1)環境保全を重視した施策の展開 

①環境保全を重視した森林整備の推進 

○荒廃の恐れのある人工林や活力が低下している里山林の整備を引き続き推進し、森林の

公益的機能の適切な発揮等を図っていきます。 

・山地災害防止や水源かん養のほか、地球温暖化防止等の森林の有する公益的機能の適

切な発揮を図るための森林整備を実施していきます。 

・特に被害の多い庄内地域のクロマツ林をはじめ、松くい虫やナラ枯れ、気象による被

害を受けた里山林の整備、景観保全や人と野生動物との緩衝のための森林整備を実施し

ていきます。 

○計画的な間伐の実施や間伐材等の搬出のための路網整備の強化を図っていきます。 

・森林の有する公益的機能の適切な発揮を図るための森林整備や環境保全に配慮した資

源循環利用に必要な森林作業道整備の強化を図っていきます。 

○税を活用した森林整備による公益的機能の維持増進についてＰＲします。（新規） 

 

・道路沿いなど人目に付きやすい整備箇所を活用し、森林整備により公益的機能の維持

増進が図られていることについてＰＲするなど、税を活用した森林整備の成果をＰＲし

ていきます。  

○県と森林所有者間で締結する協定により、今後も森林の有する公益的機能の維持増進 

及び持続的発揮を図っていきます。 

・協定期間は 20 年を原則としますが、森林病害虫被害の拡大など、協定締結後の状況

Ⅸ やまがた緑環境税活用施策の今後のあり方 

１ 施策の展開に関する基本方向 

やまがた緑環境税の目的である「森林の有する県土の保全、水源のかん養、自然環境の保

全などの公益的機能の維持増進及び持続的な発揮に関する施策」の展開に当たっては、荒廃

のおそれのある森林を整備するとともに森林を県民みんなで守り育む意識の醸成を図って

いく必要があることから、以下の３つの施策を柱に、県民一人ひとりが森づくりの重要性と

果たすべき役割について改めて認識し、施策を展開していくことが必要と考えます。 

(1) 環境保全を重視した森林施策の展開 

管理放棄された森林を公的整備によって環境保全機能の高い森林に誘導するととも

に、環境に配慮した持続可能な森林管理につながる森林資源の利用や主伐後の再造林を

促進し、森林の環境保全機能の持続的な発揮を図っていきます。 

(2) みどり豊かな森林環境づくりの推進 

計画的かつ広がりのある活動などへの支援や県民参加の森づくりを支える体制を強化

するとともに、野生動物の生息・生育調査や生息環境の保全、野生動物の管理対策など

により自然環境保全対策を推進していきます。 

(3) 豊かなみどりを守り育む意識の醸成 

幅広い年齢層に対応した森林・自然環境学習などの取組みや、木材に対する親しみや

木の文化への理解を深める「木育」を推進していきます。 

また、森を守り、育て、暮らしに活かすみどりの循環を推進するとともに、若者や子

育て世代をターゲットとしたみどりを育む意識の醸成に向けた取組みを強化していきま

す。 

※  「木育」：  市民や児童の木材に対する親しみや木の文化への理解を深めるため、多様

な関係者が連携・協力しながら、材料としての木材の良さやその利用の意義

を学ぶ、木材利用に関する教育活動〔「森林・林業基本計画」林野庁（ 2006）〕 

 

２ 施策の展開方向  

(1) 環境保全を重視した森林施策の展開 

ア  環境保全を重視した森林整備の推進 

(ｱ) 荒廃のおそれのある人工林や活力が低下している里山林の整備を引き続き推進 

し、森林の公益的機能の適切な発揮などを図っていきます。 

・ 山地災害防止や水源かん養のほか、地球温暖化防止などの森林の有する公益的

機能の適切な発揮を図るための森林整備を実施していきます。 

・ 被害が増えている庄内地域のクロマツ林をはじめ、松くい虫やナラ枯れ、気象

による被害を受けた里山林の整備、景観保全や人と野生動物との緩衝のための森

林整備を実施していきます。 

(ｲ) 計画的な間伐の実施や間伐材などの搬出のための路網整備の強化を図っていき

ます。 

・ 森林の有する公益的機能の適切な発揮を図るための森林整備や環境保全に配慮

した資源循環利用に必要な路網整備の強化を図っていきます。 

(ｳ) 税を活用した森林整備による公益的機能の維持増進についてＰＲします。 

・ 道路沿いなど人目に付きやすい整備箇所を活用し、森林整備により公益的機能

の維持増進が図られていることについてＰＲするなど、やまがた緑環境税を活用

した森林整備の成果をＰＲしていきます。  

(ｴ) 県と森林所有者間で締結する協定により、今後も森林の有する公益的機能の維持

増進及び持続的発揮を図っていきます。 

・ 協定期間は 20 年を原則としますが、期間中にかなりの森林病虫獣害や気象被
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中間とりまとめ 最終取りまとめ（案） 

の変化により皆伐が求められる事態が発生した場合の対応について、税条例の目的であ

る森林の有する公益的機能の維持増進及び持続的発揮の観点を踏まえて検討していき

ます。 

 

②環境保全に配慮した資源循環利用の促進 

○木材需要の拡大に対応し、森林資源の循環利用を一層図ることで、計画的な間伐を推進

していくため、間伐材や林地残材の搬出利用への支援を更に強化していきます。 

・燃料用チップなど搬出利用の採算が合わず、有効活用されていない間伐材や林地残材

が多くあることや、新たな需要先への搬出による利用量の増大を図ることから、間伐材

等の搬出支援を強化していきます。 

○森林資源の循環利用に向けて、主伐後の再造林等への支援を強化していきます。 

・森林の有する公益的機能の早期回復と森林資源の再生、循環利用が可能となる再造 

林等の取組支援を強化していきます。                                                             

 

 

 

 

 

 

(2)県民みんなで支える森づくりの推進 

  ①県民参加の森づくりの推進 

○計画的かつ広がりのある活動や、地域と連携して行う活動への支援を強化していきま

す。 

  ・地域の活性化を視野に入れた、地域住民や市町村、企業等が連携して行う森づくり活

動への支援を強化していきます。 

・企業が行う森づくり活動への効果的な支援を行っていきます。 

・広く一般県民を対象とした森づくり活動を展開していきます。 

○県民みんなで支える森づくりへの支援体制を強化していきます。 

・森づくり指導協力団体とのネットワーク化を促進していきます。 

・やまがたの森林を様々な面から守り支えていくための指導者にふさわしい人材を発掘

するとともに、多様なニーズに対応できる支援体制を整備していきます。 

 

②自然環境保全対策の推進 

○自然生態系の保全対策を強化していきます。 

・野生動植物の生息・生育調査や自然生態系保全モニタリング調査等を強化していきま

す。 
・希少野生生物の生息・生育状況調査を行い確実な保全を図っていきます。 
 

・外来種の生息・生育状況調査を行い、外来種対策を推進していきます。 

○野生鳥獣の保護管理対策を強化していきます。 

・他県で大きな森林被害を及ぼしているニホンジカを中心とした大型野生動物の生息状 

況調査等を強化していきます。 

・野生鳥獣との共生の担い手となる人材の確保・育成を図るとともに、イノシシやニホ

ンジカなど新たな野生動物に対応できるように管理体制の強化を図っていきます。 

 

 

 

 

 

害を受け、現状のままでの公益的機能の維持が困難となる状況が発生した場合な

どの対応については、やまがた緑環境税条例の目的である森林の有する公益的機

能の維持増進及び持続的発揮の観点を踏まえて検討していきます。 

 

イ  環境保全に配慮した森林資源の循環利用の促進 

(ｱ) 森林資源の循環利用に向けて、主伐後の再造林への支援を強化していきます。 

・ 森林の有する公益的機能の早期回復と森林資源の再生、循環利用が可能となる

再造林の取組支援を強化していきます。 

(ｲ) 木材需要の拡大に対応し、森林資源の循環利用を一層図ることで、計画的な間伐

を推進していくため、間伐材や林地残材の搬出利用の取組みを引き続き支援してい

きます。 

・ 燃料用チップ用材など搬出利用の採算が合わず、有効活用されていない間伐材

や林地残材の新たな需要先への搬出利用の推進を図るため、間伐材などの搬出利

用を引き続き支援していきます。 

(ｳ) ナラ枯れなどの被害林を伐採、搬出利用することで、害虫駆除と森林資源の循環

利用を促進する取組みを引き続き支援していきます。 

・ マツなどの他樹種が混在しているナラ枯れ被害林を皆伐し、害虫駆除とチップ

などへの活用を図る取組みを支援していきます。 

 

(2) みどり豊かな森林環境づくりの推進 

ア  県民参加の森づくりの推進 

(ｱ) 地域住民や市町村、企業などが行う計画的かつ広がりのある活動や、地域と連携

して行う活動への支援を強化していきます。 

・ 地域の活性化を視野に入れた、地域住民や市町村、企業などが連携して行う森

づくり活動への支援を強化していきます。 

・  企業が行う森づくり活動への効果的な支援を行っていきます。 

・  広く一般県民を対象とした森づくり活動を展開していきます。 

(ｲ) 県民参加の森づくりを支える体制を強化していきます。 

・ 森づくり指導協力団体とのネットワーク化を促進していきます。 

・  やまがたの森林を様々な面から守り支えていくための指導者の育成、確保を図

るとともに、多様なニーズに対応できる支援体制を整備していきます。 

 

イ  自然環境保全対策の推進 

(ｱ) 自然生態系の保全対策を強化していきます。 

・ 野生動植物の生息・生育調査や自然環境現況調査などを強化していきます。 
・  希少野生生物の生息・生育状況調査を行い、生息・生育環境の保全を図ってい

きます。 

・  外来種の生息・生育状況調査を行い、外来種対策を推進していきます。 

(ｲ) 野生動物の管理対策等を強化していきます。 

・ 他県で大きな森林被害を及ぼしているニホンジカを中心とした大型野生動物の

生息状況調査などを強化していきます。 

・  野生動物管理対策の担い手となる人材の確保・育成を図るとともに、イノシシ

やニホンジカなど新たな野生動物に対応できるように管理体制の強化を図ってい

きます。 
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中間とりまとめ 最終取りまとめ（案） 

(3)森に親しむ環境づくりの推進 

①森林・自然環境学習等の推進 

○幅広い年齢層とニーズに対応した森林環境教育とその指導体制を強化していきます。 

・教材とセットでの学校等への指導者の派遣を実施していきます。 

○木育など県民の関心が高いテーマに沿った森林環境学習を展開していきます。（新規） 

     ・各種イベント等を活用した木育の実践や、木育を推進するための指導者の派遣を行

っていきます。 

○地域の森林を活用した持続性がある活動や、暮らしの中に木を使う活動への重点的な支

援を行っていきます。（新規）   

・「身近に木のある豊かな暮らしの実現」に向けて、地元の木を地元で活用する取組み

や生活に活かせる木工品の作製、案内板等の木質化等への重点的支援を行っていきま

す。 

 

②普及啓発の強化 

 

 

 

○認知度の低い若年層や、子育て世代を中心とした女性をターゲットにした認知度向上

に向けた取組みを強化していきます。  

・ＳＮＳ等の積極的活用を図っていきます。 

・市町村や企業広報媒体等の積極的な活用、公募団体との広報連携など、事業実施主体

と連携した普及啓発を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 豊かなみどりを守り育む意識の醸成 

ア  森林・自然環境学習等の推進 

(ｱ) 幅広い年齢層に対応した森林・自然環境学習などを推進していきます。 

・ 教育機関との連携を図りながら、より活用しやすい小学５年生向け副教材の提

供や、学校教育との連携のあり方等を検討するとともに、森林に関する様々な情

報を収集し、県民向けの情報発信に努めていきます。 

(ｲ) 「木育」を推進していきます。 

・ 県民の関心が高い｢木育｣をより効果的に実施するため、各種関係機関と連携し

て活動指針を策定し、｢木育｣を推進していきます。 

  

イ みどりを育む意識の醸成 

(ｱ) 森を守り、育て、暮らしに活かすみどりの循環を推進していきます。 

・ 植栽や森の手入れなど、森を守り、育て、暮らしに活かすみどりの循環システ

ムを体験できるイベントを開催し、森と暮らしのつながりを身近に感じ、森の大

切さを実感できる取組みを推進していきます。 

・  木材の地産地消の取組みや木製品の開発、製作、木工体験など木を使う活動を

推進していきます。 

(ｲ) 若者や子育て世代をターゲットとした、みどりを育む意識の醸成に向けた取組み

を強化していきます。 

・ これまで活用してきた県の広報媒体である県民のあゆみや県政テレビのほか、

ＳＮＳなど、これまであまり活用してこなかった広報媒体などについても、積極

的に活用していきます。 

・  やまがた緑環境税に関する新たな情報を、よりわかりやすく伝えるホームペー

ジの充実を進めていきます。 

・  各種森づくりイベントの情報や活動団体の取組み紹介など、多くの県民に森づ

くり活動や癒し体験などの情報が伝わるよう、広報誌「もりしあ」の内容や配布

先について見直していきます。 

・  広く県民に｢やまがた緑環境税｣を周知するための普及啓発物品の作成・配布を

工夫、改善していきます。 

・  市町村や企業広報媒体などの積極的な活用、公募団体との広報連携など、事業

実施主体と連携した普及啓発を推進していきます。 

 

ウ やまがた緑県民会議 

(ｱ) やまがた緑環境税の評価・検証を引き続き行うとともに、検証結果の県民への一

層の周知を図っていきます。 

 

３ やまがた緑環境税活用施策の目標設定  

 (1) 環境保全を重視した森林施策の展開 

・ 森林整備の面積 

 

(2) みどり豊かな森林環境づくりの推進 

・ 森づくり活動などへの参加人数 

 

(3) 豊かなみどりを守り育む意識の醸成 

・ やまがた緑環境税の認知度 

 

 



平成24年度～平成28年度 平成29年度～

県民みんなで支える新たな森づくり施策体系 「やまがた緑環境税」施策体系

Ⅰ 環境保全を重視した施策の展開 Ⅰ 環境保全を重視した森林施策の展開

○ 県民生活に影響を及ぼす恐れがある森林の着実な整備

○ 荒廃のおそれのある人工林や活力が低下している里山林の整備

○ 森林・林業を巡る情勢変化による諸課題への対応

○ 森林資源の循環利用に向けた主伐後の再造林の推進

○ 間伐材の合板やバイオマス燃料等への安定的な利用促進 ○ 間伐材や林地残材の利用推進による森林資源の循環利用の促進

○ ナラ枯れ等の被害林の伐採搬出利用による害虫駆除と森林資源の循
環利用の促進

県民参加の森づくりを支える支援体制の充実

Ⅱ 21世紀にふさわしい県民と森林の関わり構築 Ⅱ みどり豊かな森林環境づくりの推進

○ 実践的な森づくり活動の推進及びNPOや森林ボランティア団体等の持
続的な活動の推進 ○ 地域住民や市町村、企業等が行う計画的かつ広がりのある活動や地

域と連携して行う森づくり活動の推進

○ 市町村と地域住民との連携による森づくり活動の推進
○

環境保全を重視した

森林整備の促進

環境保全に配慮した

資源循環利用の促進

県民参加の森づくりの推進

環境保全を重視した

森林整備の促進

森林資源の循環利用の促進

県民参加の森づくりの推進

県民参加の森づくりを支える支援体制の充実

○ 県内外の企業参画による森づくりの推進及び地域との交流等を活か
した地域の活性化

○ 森林環境教育指導者の育成や森林環境教育活動の充実等

○

○ 野生動植物生息・生育調査の充実や希少野生生物の生息環境保全等
の推進

○ 新たな森づくりのための調査・研究の充実やモニタリング調査の実
施

○ 大型野生動物生息動向調査の充実や野生動物管理対策の担い手とな
る人材の確保・育成等の推進

Ⅲ 新たな森づくりの推進 Ⅲ

○ 幅広い年齢層に対応した森林・自然環境学習等の推進

豊かなみどりを守り育む意識の醸成

○ やまがた緑環境税の評価・検証及び県民への一層の周知

○ 木育の推進

○ 県民参加の森づくりを促す総合的な支援体制の強化等 ○ やまがた緑環境税の評価・検証及び県民への一層の周知

○ 森を守り、育て、暮らしに活かすみどりの循環の推進

○ 広報活動の充実及び気軽に森づくりに参加できる仕組みづくりの推
進

○ 若者や子育て世代に重点をおいたみどりを育む意識の醸成

県民参加の森づくりの推進

自然環境学習や森に親しむ

環境づくりの推進

自然環境保全対策の推進

やまがた緑県民会議

森づくりサポート体制の構

築

森林・自然環境学習等の推進

自然環境保全対策の推進

みどりを育む意識の醸成新たな森づくりの普及啓発

やまがた緑県民会議

-48-


